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南アフ リカの中小企業政策の特徴 と歴史的展 開

SmallandMediumEnterprisePolicyinSouthAfrica

ItsCharacteristicsandHistoricalDevelopment

西 浦 昭 雄
AkioNishiura

1.は じ め に

長年 にわた りアパル トヘ イ ト体制下 にあっ

た南アフ リカ共和 国(以 下,南 ア と略す)は,

1994年 に実施 され た全 人種が参加 しての初 の

総選挙 を経 て,民 主国家 として再 出発 した.

筆 者は,ア パル トヘ イ ト体制下の政府に よる

産業介 入 とその民主化後 の変化 に関心 を もち,

この事例 として衣料産業 と鉄鋼業 について分

析 して きた1).本 稿 では産業 横断的 な中小企

業2)政 策の展 開につ いて考察 を加 え るこ とに

す る.

筆 者が南 アの 中小企業政策 に着 目す る動機

は2つ あ る.第1の 理 由は,1994年 の民主化

1)南 ア の 産 業 ・貿 易 政 策 史 に つ い て は,拙 稿

「工 業 開 発 戦 略 」 佐 藤 誠 編 『南 ア フ リカ の 政 治 経

済 学 一 ポ ス ト ・マ ンデ ラ と グ ロー バ ラ イ ゼ ー シ

ョ ン』 明石 書 店,ユ998年,衣 料 産 業 に つ い て は,

同 「1990年 代 の 南 ア フ リカ の 衣 料 産 業 一 ア ン ケ

ー ト ・イ ン タ ビュ ー 調 査 報 告 一 」 『ア ジア 経 済 』

第37巻 第12号,ア ジ ア 経 済 研 究 所,1996年12月,

鉄 鋼 業 に つ い て は,同 「南 ア フ リ カ の 鉄 鋼 業 の

発 展 と政 府 の 役 割 に 関 す る一 考 察 」 『ア フ リカ 研

究 』 第53号,日 本 ア フ リ カ 学 会,1998年12月 が

あ る.

2)南 ア で は 中小 企 業 に 該 当 す る用 語 と し て,ス

モー ル ・ビ ジ ネ ス(smallbusiness)や 中小 零 細

企 業(SMMEs:smallmediumandmicro

enterprises)が 使 わ れ るが,こ こ で は 「中 小 企

業 」 に 統 一 して 用 い る.

前後か ら中小企 業の役割 に対す る期待が 高 ま

り,政 府が 中小 企業政策 を積極的 に推進す る

よ うにな った こ とであ る.総 選挙 で勝利 を収

め たア フ リカ民 族会議(AfricanNational

Congress:ANC)を 主 軸 とす る新 政権 は,

1995年3月 に 「中小 企 業 に 関す る大統 領 会

議」 を開催 す るな ど,中 小企業 に対す る奨励

を新生国家に とっての象徴 的な政策 として捉

え ようとしてい るかにみえ る.南 アが南 ア フ

リカ連邦 として成立 した1910年 以降 の産業 ・

貿易政策史 をひ もといてみて も,政 府が これ

ほ ど積極 的に中小 企業政策 を試みた ことは な

か った.ア パル トヘ イ ト体制 の崩壊 が,中 小

企業政策 にどの よ うな変化 を促す こ とにな っ

たのか.

第2の 理由は,南 アの中小企業政策 の変遷

に注 目した論文 が僅 かであ るとい う研究 史上

の空隙に よる.南 アにおけ る中小企業研究 を

概括す る と,イ ンフォーマル ・セ クター を対

象 とした論文 か,特 定地域や産業 の中小企 業

を対象 とす る実 地調査 に基づ く論文が主 で あ

った.前 者の研 究では,プ レス トン ・ワイ ト

=ロ ジャー ソンが編集 した論文集 『南ア フ リ

カの インフォー マル経済』 が代表的 な もので

あろ う3).同 書 では,24名 の著 者が都市 部 の

みな らず農村部 の インフォー マル ・セ クター
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を扱 い,包 括的に南アのインフォーマル ・セ

クターの現状解 明 を試みてい る.次 に後者の

研究 は,大 学での学位論文や調査報告 書に多

くみ られ る4).し か し,政 策論 の観点か ら南

ア の 中小 企 業 を論 じた研 究 に な る と少 な

い5).し か もそれ らの多 くは現状分析 で あ り,

アパ ル トヘ イ ト期 か ら民主化後 に至 る中小 企

業政策 の変遷 に焦点 をあてた論文 は見 当た ら

3)EleanorPreston-WhyteandChristian

Rogerson,eds.,SouthAfrica'sInformalEcon-

omy.,CapeTown:OxfordUniversityPress,

1991.ま た,次 の 論 文 も イ ン フ ォ ー マ ル ・セ ク タ

ー の 概 要 を つ か む の に 適 し て い る .Christian

Rogerson,RethinkingtheInformalEconomy

ofSouthAfrica,DevelopmentPaperNo.84,

Midrand:DevelopmentBankofSouthern

Africa,1996./ClaudiaManning,Informal

ManufacturingintheSouthAfricanEconoyny,

CSDCWorkingPaperNo.11,Durban:Univer-

sityofNatal,1983.

4)例 え ば,現 在 の ク ワ ズ ー ル ・ナ タ ー ル 州 に つ

い て 調 査 し た もの に 次 の も の が あ る.RobertD.

Hughes,"Small-ScaleEnterpriseintheEco-

nomicDevelopmentoftheRuralAreasof

Kwazulu",unpublishedMADissertation,

UniversityofNatal,1983./N.J.Nattrassand

J.Nattrass,SmallFormalBusinessinDur-

ban,Pietermaritzburg:NatalTownand

regionalPlanning,1988./J.J.PotgieterandA.

P.Frank,ASurueyofBusinessNeedsamong

SmallBusinessyneninKwazulu,KwaDlang-

ezwa:UniversityofZululand,1988./D.P.de

Waal,SurveyofSmallBusinessmeninPiter-

rnaritzburg,Pietermaritzburg:Universityof

Natal,1990./SamuelV.Gqweta,"The

LocationalAspectsofSmallFirmsinthe

UmbilindustrialArea",unpublishedMasterin

TownandRegionalPlanningDissertation,

Durban:UniversityofNatal,1995.ま た,衣

料 産 業 に お け る 中 小 企 業 を 捉 え た 論 文 と し て

MiriamAltoman,"LimitstotheGrowthof

SmallFirmsinSouthAfricaConcentrationin

theClothingandTextilesIndustries",unpub-

lishedMPhilDissertation,UniversityofCam-

bridge,1989.が あ る.

ない.マ ニ ング ーマ シゴは,零 細製造業に対

す る政策の変化 を手際良 くま とめ ているが,

対象は1990年 初頭 まで である6).

中小 企業研究が盛ん な 日本 の先行研究 は,

南 アの 中小企業政策 を捉 える上 での視角 を提

供 してい る.中 小企業政策の分析視点 につ い

て 牟礼 早 苗 は,「 政 策 の本 質 は,政 策 の 主

体 ・対象 ・目的 ・方法 を解 明す ることによっ

て明 らか にす るこ とが で きる」 と述べ て い

る7).政 策は社会 構成要素 の力関係に よって

調整 され るこ とか ら,政 策の形成過程 も見落

としてはならない.中 小企業政策 を形成す る

過程 では,政 策理念(目 標)と 政策規準(原

則)が 重要 であ る といわれ る.で は,政 策理

念や政策規準がいかに形成 され るのか.こ れ

につ いて寺 岡寛は,各 国の経済政策や 市場経

済ルー ル とともに,社 会的価値観 に依 存す る

と指摘 している8).

5)G.KhumaloandS.Shne,LegUporLet

Down:Thepost-election'ssmallbusinesssup-

portpolicy,PolicyReviewSeziesVol.8,No.

12,Johannesburg:CentreforPolicyStudies,

1995.ま た,日 本 語 文 献 で は 日 本 貿 易 振 興 会

『南 ア フ リ カ 共 和 国 の 中 小 企 業 実 態 調 査 』1996年

12月 と,国 際 開 発 セ ン タ ー,通 商 産 業 省 委 託

『南 部 ア フ リ カ 地 域 に お け る 経 済 発 展 基 盤 整 備 計

画 調 査 』1998年3月 が,南 ア 中 小 企 業 に 関 す る

現 状 分 析 を 行 っ て い る.尚,筆 者 は 後 者 の 調 査

報 告 書 の 作 成 に 携 わ っ た.

6)ClaudiaManningandPinkyMashigo,

ManufacturinginMicroenterprisesinSouth

Africa,ResearchReporttotheIndustrial

StrategyProject,CapeTown:Universityof

CapeTown,1993.ま たRogersonは,先 の 論

文 集 で1980年 代 の 国 民 党 の 中 小 政 策 を 紹 介 し て

い る(ChristianRogerson,"Deregulation,Sub-

contracting,andthe`(In)formalization'of

Small-ScaleManufacturing"inPreston-

Whyte,E&Rogerson,C.eds.}.

7)牟 礼 早 苗 『中 小 企 業 政 策 論 』 森 山 書 店,1982

年,1ペ ー ジ.
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日本の中小企業政策の変遷 を分析 した橋 本

寿朗 は,「 政策 を考 え る上 で経済思 想が 必要

であ り,そ の上 で 目標が でて くる.… おそ ら

く中小企業基本法 は,当 時の政策 目的の方向

性 とか政策構想 を具体 的に体現 した ものであ

る と思 う」9)と述べ て い る.そ れ な らば,各

国の 中小企業政策の内容 は,政 策立案 者側 の

考 え方や社会的要請に反応 して,時 代 ととも

に変化 す るはずで ある.

例 えば,日 本では,中 小企業政策に関す る

基本 的な考 え方が 「経済合理性」の指 し示 す

方 向か ら,知 識 集約 型産 業構 造 に適 応 す る

「知識集約型」へ と発展 して きた10)
.イ ギ リ

スの場合,1980年 代 は雇用確保 の場 として中

小企業 が期待 されていたので新規開業促進策

が 中小 企業 政策 の 中心 にお かれ て い たが,

1990年 代に なる と中小企業経営の質 的充実が

重視 され るよ うになったために,既 存 の中小

企業 に対す る育成策へ と政策の重点が移 って

きた11).そ して,韓 国 の 中小 企 業 政策 にお

いては,1950年 代 は金融支i援,60年 代 は輸 出

産業への転 換,70年 代 に は輸出産業 の育成 と

その ための大企業 との系列化促進,80年 代 は

重化学工業 と技術集約化,と 政策 の重点が変

南アフリカの中小企業政策の特徴 と歴史的展開

8)寺 岡 寛 『日本 の 中 小 企 業 政 策 』 有 斐 閣,1997

年,8ペ ー ジ.

9)橋 本 寿 朗 「こ れ ま で の 中小 企 業 政 策 の 変 遷 と

今 後 の 方 向 」 中 小 企 業 庁 編 『中小 企 業 政 策 の 新

た な展 開一 中 小 企 業 政 策 研 究 会 最 終 報 告 書 よ り

一 』 同 文 館
,1999年,318ペ ー ジ.

10)巽 信 晴 「中小 企 業 政 策 の ゆ く え」 巽 信 晴 ・山

本 順 一 編 『中 小 企 業 政 策 を 見 な お す 一 日本 経 済

百 年 の 計 』 有 斐 閣,!983年,267ペ ー ジ.

11)渡 辺 俊 三 「1990年 代 の イ ギ リス の 中 小 企 業 政

策 」 『修 道 商 学 』 第37巻 第2号,1997年3月,

201ペ ー ジ.

12)後 藤 浩 「日韓 中小 企 業 比 較 研 究 」 『中小 企 業 研

究 』 第16号,中 京 大 学 中 小 企 業 研 究 所,1994年

12月,21ペ ー ジ.
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化 して きた12).

もっとも,中 小企業 は必ず しも支 援 され る

べ き対象 ではない.政 策 を正 当化 す るための

何 らか の根拠が求め られ るの である.中 小 企

業政策 の根 拠 につ いて渡辺 幸男 は,「 中小 企

業 を政策的 に支援 す るの は,中 小企業 であ る

こ と自体か ら出て くるこ とで はない.中 小 企

業 を支援す るこ とが国民経済の発展や 国民生

活 の向上 に とって必要であ る と認識 されてい

るか らである」13)と指摘 してい る.

中小企業政策 が もつ 多様 な側面 につ いて も

認識す る必要 があ る.中 小企業政策 には経 済

政 策 的 な 側 面 と社 会 政 策 的 な側 面 が あ

る14).経 済 政策 的側 面 とは,生 産性 の規 模

別格差な ど 日本経 済の成長 を妨 げ る要 因 を取

り除 くための政策 であ り,社 会政策的側面 と

は,日 本経済 の成長 に ともな う中小企業 の淘

汰や中小企業 の経営難 を最小 限に くい とめ,

社会 的動揺 を小 さ くす るとい うもの であ る.

中小企業政策 をス タティ ックな問題処理 の た

めの政策 と構造的 な問題処理 のための政 策 に

大 別 す る論 者 もい る15).前 者 で は市場 にお

け る中小企業の不利是正が主要課題 とな り,

産業組織政策が展開 され るが,後 者において

は構造変化の適応 を円滑 に進め るための市場

の補完が 中心的 な課題 になる.日 本 では 「中

小企業近代化促 進法」 など構造 改革支援 が後

13)渡 辺幸男 「中小企業政策 とは何か一 いわ ゆる

リス トラ支援法に よる中小企業海外進出支援 を

め ぐって一」瀧澤菊太郎 ・小林靖雄編 『中小企

業 とは何 か一 中小企業研究55年 』有斐 閣,1996

年,89～90ペ ージ.

14)瀧 澤菊太郎 「中小企業政策 の役割 と限界」野

田稔他編 『現代経済政策 と構造 問題』経済政策

講座第4巻,有 斐閣,1964年,231ペ ージ.

15)清 成忠男P中 小企業読本』東洋経済新報社,

1997年,241～242ペ ージ.
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者の例 であ る.

発展途上 国の中小企業政策 を捉 え る上 で,

山本順 一 と瀧澤菊太郎の指摘 は,比 較の視 点

を提供 してい る.山 本は 「独 占資本 の体制が

確立 していない発展途上 国の中小規模企業 な

どを,独 占資本の支配体制 が確立 してい る資

本主義 国の中小企業 と同質視 す ることには異

論 が で る」 と述べ16),経 済 の発 展 状 況や 経

済構造 に応 じた政策の必要 性 を示 唆 してい る.

他方,瀧 澤 は,発 展途上国 では経 済開発 を進

め る上 で,中 小企業が もつ失業改善効果や貧

困の 「底上 げ」的 改善 効 果 な どに注 目す る

「開発貢献 型 中小企業 認識論 」が あ るこ とを

紹介 してい る17).

これ らの先行研究 の視角 を踏 まえる と,南

アにおいてはアパ ル トヘ イ ト政策 の実施 時期

と崩壊後 では,中 小企業政策の理 念や根 拠が

大 き く変化 してい るはず である.さ らにアパ

ル トヘ イ ト期 において も,初 期 か ら強化期,

そ して末期 と経 るにつれて,政 府の考 え方や

社会 的要 請の変化 に ともない,中 小 企業政策

が変容 して きた と想定 され る.し たが って,

本稿 ではアパル トヘ イ ト期か ら民主化後 に至

る中小 企業政策の変化 につ いて分析 してい く

が,そ の際には両時期 の政策の共通性 に も注

目す る.変 化 とともに共通性 を見 出す こ とで,

南ア中小 企業政策 固有 の特徴 とい うべ きもの

を描 きだす こ とが可能 にな ると思 われ るか ら

だ.さ らに,山 本 と瀧澤 の指摘 を南アに援用

し,南 アの 中小企業政策 のあ り方 を考 える上

16)山 本順一 「中小企業政策の課題一政策の特色

と変容一」藤 田敬三 ・竹 内正 巳編 『中小企業論』

(第3版),有 斐閣,1987年,276ペ ージ.

17)瀧 澤菊太郎 「中小企業 とは何か一認識型 中小

企業本質論一」瀧澤 ・小林 編 『中小 企業 とは何

か』20～21ペ ー ジ.

経 済 論 集Vo1.XXX,No.1

での課題 について も検討 を加 えてい く.

本稿 では,現 地調査 で収集 した各種政府 資

料 を可能 な限 り使 った.政 府報告 書にみ られ

る提 言全 てが必ず しも実行 に移 されたわけで

は ない.加 えて,政 府 資料が どこまで客観性

をもって書かれ ているか とい う疑問は残 る.

しか し,当 時の政策理 念 をみ る上では,政 府

も しくは諮 問機関 による文書 は重要 な示唆 を

与 えてい る.新 政策の方向性 な ど文献だけ で

は十分 にカバー できない部分 に関 しては,政

策 当局者 た対す るインタビュー調査 で補 うこ

とに した.

II.南 ア フ リ力 中小企 業の 現状

1.中 小 企 業 の概 念

南 ア で は1996年 末 に制 定 され た 「中小 企 業

法 」(NationalSmallBusinessAct)に よ っ

て 中小 企 業 に関 す る概 念規 定 が な され て い る.

同 法 は,表1に 示 した よ うに常 時従 業 員数,

年 間売上 高,固 定 資産 を除 く総 資産 額 の3つ

の 基 準 を各 業 種 ご とに微 調整 し,中 小 企 業 を

中 企 業(mediumenterprise),小 企 業

(smallenterprise),極 小 企 業(verysmall

enterprise),零 細企 業(microenterprise)

の4つ の カ テ ゴ リー に分 類 して い る.例 えば,

製 造 業 の場 合 で は,中 小 企業 とは常 時 従 業 員

数200人 未 満,年 間 売 上 高4,000万 ラ ン ド18)

未 満,総 資産 額1,500万 ラ ン ド未 満 の 企 業 を

指 す.

こ の定義 の 第1の 特 徴 は 業種 を11グ ルー プ

に分 け,実 状 を反 映 させ よ う として い るこ と

で あ る.同 法 の制 定 に あ た って1995年12月 に

幅 広 い意 見 を聴 聞す る ため に 提示 され た草 案

18)1996年12月 時 点 の 為 替 レ ー トは,1ラ ン ドe

24.3円 で あ っ た.
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表1中 小企業の分類 単位:人,1万 ラ ン ド

67

業種グループ 規模
常時従業員i数

(未満)
年間売上高

(未満)
総資産額(注)

(未満)

農業 中 100 400 400

小 5a 200 200

極小 10 40 40

零細 5 15 10

鉱業 採石業 中 204 3,000 1,800

小 50 750 450

極小 24 300 180

零細 5 1 10

製造業 中 200 4,000 1,500

小 50 1,000 375

極小 Za 400 150

零細 5 15 10

電 気 ・ガ ス ・水 道 業 中 2aa 4,000 1,500

小 50 1,000 375

極小 20 400 150

零細 5 15 10

建設業 中 Zaa 2,000 400

小 50 500 100

極小 20 200 40

零細 5 15 10

小売 り業,自 動車販 中 100 3,000 Sao

売 ・修 理 サ ー ビ ス業 小 50 1,500 250

極小 10 300 50

零細 5 15 10

卸売 り・商業代理サ 中 104 5,000 840
一 ビス 業

小 50 2,500 goo

極小 10 500 50

零細 5 15 10

飲 食 ・宿 泊 ・そ の他 中 100 1,000 200

商取引業 小 50 500 100

極小 10 100 20

零細 5 15 10

運輸 ・倉庫 ・通信業 中 zaa 2,000 Boa

小 50 1,000 250

極小 IO 200 50

零細 5 15 10

金 融 ・企 業 サ ー ビス 中 goo 2,000 400

業 小 50 1,000 200

極小 10 200 40

零細 5 15 10

コ ミ ュ ニ テ ィ ・社 中 Boa 1,000 500

会 ・個 人 サ ー ビ ス業 小 50 500 250

極小 10 Boa 50

零細 5 15 xo

(注)固 定 資 産 を 除 く

(出 所)RepublicofSouthAfrica,"NationalSmallBusinessAct1996",Government

Gazette,No.17612,November27,1996,p.20.
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では,業 種 を2グ ループに大別 し,中 小企業

を中企業,小 企業,零 細企業 に分類 しただけ

で,極 小 企業 とい うカテ ゴ リー を想定 してい

なか った.た だ し,草 案 では従業員数,売 上

高,総 資産額の3基 準の うち,2つ の基準 を

満 たす こ とが各 カテ ゴ リー に該 当す る条件 で

あ る と明示 され て い るが19),中 小企 業 法 で

はそ うした条件 は明示 されてお らず,曖 昧な

部分 がある.

第2の 特徴 は,零 細企業 には業種 に関係 な

く,常 時従業員5人 未満,年 聞売上高15万 ラ

ン ド未満,総 資産額10万 ラン ド未満 とい う共

通 の基準 を設 けているこ とであ る.草 案 では

2つ のグルー プで異 なる基準が設定 され てい

た.後 述す るように,零 細企業 にはアパル ト

ヘ イ ト時代 に不利 な立場 におか れていた黒人

企業家が 多 く含 まれて いる.こ のため零細企

業 を対象 とす る政策 を念頭にお き,基 準 を統

一化 したのではないか と推測 され る
.

第3の 特徴 は,中 小企業 を4つ のカテゴ リ

ーに分類 し,各 カテゴ リー ご との共通す る性

格 を描 きだ しているこ とで ある.こ の理由 と

して南ア政府 は,第1に 政策 立案者やサー ビ

ス提供者 が各 カテゴ リーに属 す る企業の課題

を認識す るため,第2に 企業経営者が,自 社

が どのカテ ゴ リー に分類 され,支 援 の受 ける

条件 を満 た してい るか を知 るため,第3に 研

究者 な どが他地域の 中小 企業 と比較 で きるよ

19)RepublicofSouthAfrica(RSA},"National

SmallBusinessEnablingAct(DraftBiil)",

GoveynrnentGazette,No.16$76,Pretoria:Gov-

ernmentPrinter,December15,1996,p.23.

20)DepartmentofTradeandIndustryand

NtsikaEnterprisePromotionAgency,The

State(ゾSmallBusinessinSouth・4frica,

Pretoria,1997,pp.8-9.

経 済 論 集Vol.XXX,No.1

うにす るため,と 説明 してい る20).

各 カテ ゴ リー の特徴につ いて簡単 に述べ る

と,零 細企業 は税法 ・労働法制上の登録 ・会

計手続 きが免 除 され るため,通 常は インフォ

ー マル ・セ クタ.一一一21)に分 類 され る.家 内工

業,売 店,個 人営業の ミニバ スの多 くが この

分類 に含 まれ る.さ らに,零 細企業 の中で も

露天商,自 給 自足農家 など,最 低生活水準 を

維持 す るため の企 業 は生 存水 準 企 業(sur-

vivalistenterprise)と 呼ばれ る.次 に極小

企業か らは税法上 の登録 をしているため フォ

ーマル ・セ クター に分類 され る.常 時従 業員

が いな くて も専 門技術 を もつ個 入経営企業 も

極小企業 に含 まれ る.小 企業では分業が未整

備 で,企 業家が陣頭指揮 を とることが 多い.

条件が整 えば中企業 に拡張す る潜在力 を持つ.

最後 に中企業は所有 と経営の一体化がみ られ

るが,分 業や 意志決定 の分散化が進 んでいる.

2.中 小企 業 の実 態

南 ア通 産 省 と中小 企 業 支 援機 関 で あ るン テ

ィ カ事 業 開 発 庁(NtsikaEnterprisePro-

motionAgency二NEPA)は,1997年 に 中

小 企 業 の 実 態 を統 計 で示 した報 告 書 を作 成 し

た.同 報 告 書 に よ る と,電 気 ・水 道 ・ガ ス を

除 く 民 間 部 門 の 企 業 数 は83.7万 社 で あ る

(1995年,以 下 同様).そ の 内訳 は生 存水 準 企

業 が23.3%,零 細 企 業 が47.4%,極 小 企 業 が

19.7%,小 企 業 が7.6%,中 企 業 が1.4%,大

21)イ ン フ ォ ー マ ル ・セ ク タ ー とは,農 村 な い し

都 市 に お い て,国 家 の 規 制 を受 け な い さ ま ざ ま

な 経 済 活 動 を指 す.し た が っ て,そ の 活 動 は 通

常,統 計 上 に あ ら わ れ て こ な い(佐 藤 誠 「南 ア

フ リカ ー イ ン フ ォ ー マ ル ・セ ク タ ー の 展 開 」 森

野 勝 好 ・西 口清 勝 編 『発 展 途 上 国 経 済 論 』 ミネ

ル ヴ ァ書 房,1994年,218ペ ー ジ).
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表2民 間部門の業種 ・規模別雇用数(1995年)

6q

単位:人

生存水準
企業

零細企業
(従業員な
し)

零細企業
(従業員1
～4人)

極小企業 小企業 中企業 大企業 合 計

農業 16,000 9,500 28,500 102.00 590,000 240,600 308,000 1,295,000

鉱業 650 250 4,700 :!1 5,200 X6,600 540,600 572,800

製造業 28,000 24,250 33,200 143,000 140,300 349,000 845,000 1,5fi2,750

建設業 20,000 26,500 57,600 105,000 76,400 86,000 135,900 507,400

小売業(注1> 102,000 115,000 198,000 184,500 195,000 64,000 261,000 1,119,500

卸売業 800 2,700 5,500 45,500 54,000 52,500 90,000 251,000

宿泊 ・飲食業 2,000 4,800 11,200 17,400 54,000 24,500 25,000 lss,900

運輸 4,000 26,000 38,500 37,700 38.00 21,000 66,000 231,600

金 融 ・企 業 サ ー ビ ス 3,400 27,000 37,200 ::/1/ 95,500 25,900 25ユ,400 528,400

社会サー ビス 18,100 23,200 33,000 152,600 64,200 29,000 73,500 393,600

合計(注2) 194,950259,200447,400880,9001,313,000909,1002,596,4006,600,950

(注1)自 動 車 販 売 を 含 む

(注2)電 気 ・水 道 ・ガ ス 業 を 除 い て い る

(出 所)DepartrnentofTradeandIndustryandNtsikaEnterprisePromotionAgency,TheStateOf

SmallBusinessinSouthAfrica,1997,p.19.

企業が0.7%で あ る22).生 存水準企業 と零 細

企業 を加 えた,通 常 インフォーマル ・セ クタ

ー に分類 され る企業数 は
,全 体の約7割 に達

す る.分 野別 では中企業 には製造業,農 業,

卸売業が多 く,零 細企業 にな るほ ど小 売業 の

割合 が高 くな る.

次に雇用数 についてみ ると,電 気 ・水 道 ・

ガ スを除 く民 間部 門の総雇用数 は660.0万 人

であ る.そ の内訳 は,生 存水 準 企業3。0%,

零 細 企 業10.7%,極 小 企 業13.3%,小 企 業

19.9%,中 企業13.8%,大 企業39.3%で あ る

(表2参 照).最 も雇用数が 多いのは製造業 で

156.3万 人 であ るが,そ の 内訳 を規模別 でみ

ると生存水準企業1.8%,零 細企業3.7%,極

小企業9.2%,小 企業9.0%,中 企業22,3%,

大企業54.1%で ある.大 企業 と比べ て,中 規

模企業が弱 いこ とが指摘 で きる.ケ ニアや タ

22)こ こ で は 特 に 記 載 し な い 限 り は,Department

ofTradeandIndustryandNtsikaEnterprise

PromotionAgency,TheStateofSmallBusi-

Hess…,pp.17-27に よ る.

ンザニアの研 究 では インフォーマル ・セ クタ

ーや零細企業 か ら小 ・中企業へ と成長す るこ

との 困難 さが指 摘 され,中 規模 企 業 の不 在

(missingmiddle)説 が唱 え られたが,南 ア

において も同様 の現象が観察 され る23).

人種 とい う視 点か ら企業 家数 をみ ると,生

存水準企業では 白人企 業家が13.5%を 占め る

の に対 し,黒 人24)企 業 家 は86。5%で あ る.

次 に零細企業 をさらに給 与従業員が い るか ど

うか で区分 す ると,給 与従業員 がいない零細

企業の場合 は 白人企業家 が35.9%で あ るのに

対 し,給 与従業員 がい る零細企業 の場合 は 白

23)missingmiddle説 に つ い て は,池 野 旬 「タ ン

ザ ニ ア の 農 村 イ ン フ ォ ー マ ル ・セ ク タ ー 」 池 野

旬 ・武 内進 一 編 『ア フ リ カ の イ ン フ ォ ー マ ル ・

セ ク タ ー 再 考 』 ア ジ ア 経 済 研 究 所,1998年,167

ペ ー ジ を参 照 .

24)本 稿 で は,南 ア 人 の 人 種 グ ル ー プ を ア フ リ カ

人(African),カ ラ ー ド(Coloured),ア ジ ア 人

(Asian),白 人(White)の4つ に分 け,ア フ リ

カ 人,カ ラ ー ド,ア ジ ア 人 と い っ た 非 白 人 の 総

称 と して黒 人(Black)と い う用 語 を使 用 す る.

尚,ア ジ ア 人 の 大 部 分 は イ ン ド人 で あ る.



70季 刊 創 価

人企業家が60.4%と 急増 す る.さ らに極小企

業で は,白 人企業家が71.4%を 占め るこ とに

なる.こ れ よ り規模 が大 きい企業 につ いては

デー タが ないが,白 人企 業家 の割合が さ らに

増加す るもの と考 え られ る.1996年 の 人 ロセ

ンサ スに よると,南 アの人 口は4,058万 人で,

その 内訳 はア フ リカ人76.7%,カ ラー ド8.9

%,ア ジ ア人2.6%,白 人10.9%,そ の他 ・

未分 類0.9%で あ るこ とか ら して も,黒 人企

業 家 の割合 が過 少 であ る こ とは明 らか で あ

る25).

黒 人企業 家が比較的 多い業種 は運輸業 と製

造業 であ る.運 輸業 の黒人企業家は極小企業

で60。6%,給 与従業員が いる零細企業 で77.5

%を 占め る.製 造業 におけ る黒人企業家 の割

合 は,極 小企業 では18.2%で あ るが,給 与従

業員 がい る零細企業 では56.4%で あ る.

次 に ジェ ンダー とい う視点では,生 存水準

企業 では女性企業家 の数が男性 企業家 を上 回

るが,極 小 企業 では80%以 上 を男性企業家が

占め る.生 存水準企業か ら極小 企業 までのカ

テ ゴ リー では女性企業家 は計22.3万 人い るが,

女性企業家 が 占め る割合 は全体 の31%と 低 い.

女 性 企業 家 が比 較 的 多 い業 種 は,織 物 ・衣

料 ・革製造 で企業家 の82%を 女性が 占め る.

南 ア通 産省 とNEPAは,経 済 に 占め る中

小企業 の位 置 を南 ア ・EU諸 国間で比較 した.

EU諸 国の 中小企業 は平均 で総雇用数 の66.5

%,GDPの62.5%を 占め るが,南 アの 中小

企業 は総 雇 用 数 の44。8%,GDPの32.7%を

占め るにす ぎな い26).ま た,ヌ クル は,南

25)StatisticsSouthAfrica,CensusinBrief,3rd

edition,Pretoria,1999,pp.8-9.

26)も っ と も 南 ア の 数 値 は 各 種 統 計 を 組 み 合 わ せ

た 推 計 値 で あ る の で 単 純 に 比 較 す る こ と が で き

な い.

経 済 論 集Vo1.XXX,No.1

ア通産 省 と南部 アフ リカ開発銀行 に よる試算

を紹介 してい る.こ れに よる と,EU諸 国 で

は従業員50人 未満 の小規模 企業が総雇用数の

51.2%,GDPの42。8%を 占め るが,南 アの

小 規 模 企 業 は総 雇 用 数 の29.5%,GDPの

20.8%と 低 い27).数 値 にば らつ きは あ るが,

EU諸 国 と比べ て,南 アの中小企 業の役 割 は

限定 された もの となっている.

3.中 小企 業が直面す る課題

さて,ヌ クルは,南 ア中小企業が直面す る

課題 として,金 融,取 引機会,技 術 ・訓練支

援 の3点 を挙げてい る28).

企業 を設立,ま たは拡張す る際の資金調達

の困難 さ も中小企業 が抱 える主要課題 であ る.

特 に零細企業 な どの小規模企業に対す る民間

金融機 関の融資条件 は厳 しい.そ れ を補 うこ

とを 目的 と し,中 小 企 業 開 発 公 社(Small

BusinessDevelopmentCorporationLim-

ited:SBDC)が1980年 代 初 頭 に設 立 され た

が,黒 人 零 細 企 業 か ら の 批 判 は 強 か っ

た29).そ の批 判 は,金 利 が高 か った り,最

低 融資額 の単位 が大 きいため に融資 を受 け る

のが難 し く,白 人経営者が大半 を占め る中規

模企業へ の融資 を優先 してい るのではないか

とい うもの で あ った.SBDCの 改革 に つ い

ては後述す る.

南ア経済 は,大 企業や財 閥的 な企業群(こ

27)WisemanNkuhlu,"Entrepreneurshipinthe

NewSoutihAfrica",addressto"YourOwn

Business"Symposium,April23,1997,p.3.

28)ibid.,p.7.

29)SBDCに よ れ ば,1995年 ま で に48,000以 上 の

企 業 に 総 額19億 ラ ン トに 及 ぶ 融 資 を 実 施 し,38

万 人 以 上 の 雇 用 創 出 に 貢 献 し た(BusinessDay,

May11,1995).
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こでは 「企業集団」 と記す る)に よる資本 と

市場 の寡 占化 が進展 してお り,経 営 ・マーケ

ティング能力 で劣 る中小企業が容易に参 入す

るのが容易 ではない.1993年 には ヨハネスブ

ル グ証券取 引所の株 式の83%が 南 ア五大 「企

業集 団」の支配 下 に あ る と推 定 され た30).

南 アでは鉱 山金融会 社 と保 険会社が核 となっ

て 「企業集 団」 を形成 してい る.イ ス コール

(lscor:鉄 鋼 生産)社 や サ ソー ル(Sasol:

化学 ・液化 燃料生産)社 な どの旧国営企業,

そ して トラ ンス ネ ッ ト(Transnet:輸 送 部

門)社 や エ ス コム(Escom:電 力 供 給)社

な どの国営企業 を除け ば,概 して,主 要企業

は い ず れ か の 「企 業 集 団」に 属 し て い

る31).例 えば,繊 維 産業 の場合,化 学 繊 維

は3社 で約90%,綿 織物 は6社 で約65%,小

売業 は5社 で約60%の 市場 占有率 をもつ.最

も寡 占化 が進 んでいない衣料 でも25社 で約25

%の 占有率 を もつ32).中 小製 造 企 業 は,大

企業 に阻 まれ市場拡大が 困難 である.

技術面 での大企業 の優位性 も考 えられ る.

先 の南ア通産省 らの試算 によれば,従 業員一

人当た りの生産 高で示す労働 生産性 は,南 ア

南アフリカの中小企業政策の特徴 と歴史的展開

30)McGREGOR'sWhoOwnsWhominSouth

A/r-yzcaヱ998,18thedition,Johannesburg=

McGREGORPublishing,1998.尚,同 書 に よ

れ ば1997年10月 に は 黒 人 系 企 業 の 急 成 長 に よ り

五 大 「企 業 集 団」 比 率 が66%に 低 下 して い る.

31)こ の よ うに 財 閥 経 済 化 が 進 ん だ 要 因 と して は,

(1)鉱業 ・金 融 部 門 の 余 剰 資 金 が 国 内 企 業 の 買 収

を可 能 に し た こ と,(2)1980年 代 央 か ら の 経 済 制

裁 で 外 国 企 業 が 撤 廃 す る 際 に,株 式 を 財 閥 系 企

業 に 売 却 し た こ と,(3)国 内 市 場 が 狭 く,規 模 の

経 済 を働 か せ る た め に 市 場 の 寡 占化 が 進 ん だ こ

と,(4)独 占禁 止 法 が 緩 く,持 株 会 社 も認 め ら れ

て い た こ と,な どが考 え られ る.

32)MonitorCompany,GlobalAdvantageof

SouthAfrica;TheTextile&ClothingCluster,

Johannesburg,X994,p.7.
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中小 企業 が4万8,000ラ ン ド,南 ア大 企業 が

8万 ラ ン ド,EU中 小 企 業 が21万2,000ラ ン

ド,EU大 企 業 が25万3,000ラ ン ド で あ

る33).南 アの 大企 業 ・中小 企 業 と もEUの

それに比べ て労働 生産 性が3分 の1以 下 であ

るが,よ り注 目すべ きは南アにお いては 中小

企 業 と大 企業 との間 の労働 生産 性 の格 差 が

EUと 比べ て も大 きい こ とで あ る.EUの 中

小企業 の労働生産性 は大 企業の84%の 水準 で

あ ることに比べて,南 アの場合 は中小企業 の

それは大企業 の60%の 水準 であ る.

この要 因 として は,第1に 南アの大企業 は

概 して機械化 を促進 して きたが,資 金面 で制

約 があ る中小企業 は取 り残 され て きたこ と,

第2に アパ ル トヘ イ ト政策 に よって,ア フ リ

カ人が熟練技能者 にな るこ とを制約 して きた

こ と,第3に,ア パ ル トヘ イ ト政策 の結果 と

してアフ リカ人の教育水準が低 いこ と,が 指

摘で きる.例 えば,白 人の24.1%が 高等教育

を受 け て い るが,ア フ リカ人 の その割 合 は

3.0%に す ぎな い.ま た,教 育 を全 く受 け て

いない,も し くは小学校程度 の教育 を受 けた

割合 は,白 人の場合 が2.4%で あるが,ア フ リ

カ人の場合 は52.1%に 達す る.以 上か ら,中

小企業が抱 え る課題 の多 くが,ア パ ル トヘ イ

ト期 の政策 に起 因 している もの と推測 で きる.

III.ア パ ル トヘ イ ト体 制 下 で の 中小

企 業政 策

1.抑 圧 期(1948-1975年)

ア パ ル トヘ イ トとは,ア フ リカー ナ ー(オ

ラ ン ダ系 南 ア 白人)の 言語 で あ る ア フ リカー

33)DepartmentofTradeandIndustryand

NtsikaEnterprisePromotionAgency,The

StateofS辮{z♂JBusiness…,P.20.
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ンス語 で 「隔離」や 「分離」 を意味す る.こ

のアパ ル トヘ イ ト政策が定着 し,強 化 された

の は,ア フ リカー ナー を支持 基盤 とし,「 各

人種 集 団の徹 底 的 隔離」 を唱 えた国 民 党 が

1948年 の総選挙 で政権 を獲得 してか らだ とい

われてい る.国 民党 はその後,1994年 の総選

挙 まで一 貫 して政権の座 にあった.し か し,

アパ ル トヘ イ トの端緒 としての黒人の経済参

加 を制 限す る法制度 は,1948年 以前に もみ ら

れ る.例 えば,1913年 の 「原住 民 土 地 法」

(NativesLandAct)は,ア フ リカ人農民 の

土地 取得 に歯止め をか けるこ とでアフ リカー

ナー農 民 を保護す るこ とを目的に,原 住民居

留指定地(リ ザー ブ.後 に ホーム ラン ドと呼

ば れ る)以 外 での ア フ リカ人 に よる土地 購

入 ・賃借 を原則 的に禁 じた34).

「原住 民土地 法」の対象外 とな る都 市部 で

は,1923年 の 「原 住 民(都 市 地 域)法 」

(Native`UrbanArea'Act)に よ って政府 の

認可 を受 ければ地方 自治体 が黒人居住 区(ロ

ケー シ ョン.後 にタウンシップ と呼 ばれ る)

を設置で きるように し,白 人地 区でのアフ リ

カ人に よる土地購入 を禁 じた.同 法 を改定 し

た法律 であ る1945年 の 「黒人(都 市地域)調

整法」(Blacks`UrbanAreas'Consolidation

Act)は,ア フ リカ人に よる白人地 区内で の

34)「 原 住 民 土 地 法 」 は1936年 に 「原 住 民 信 託 土 地

法 」(NativeTrustandLandAct)に 改 定 されz

原 住 民 居 留 地 は 国 土 の 約9%か ら13%に 拡 大 した

が,ア フ リ カ 人 の 人 口比 か らす る と僅 か で あ っ

た(小 倉 充 夫 「南 ア フ リ カ共 和 国 の 都 市 化 と人

種 隔 離 体 制 一 都 市 流 入 制 限 と そ の 廃 止 をめ ぐっ

て一 」 『ア ジ ア 経 済 』 第36巻 第5号,ア ジ ア 経 済

研 究 所,1995年5月,38ペ ー ジ).な お,こ れ ら

法 律 の 訳 文 に つ い は 浦 野 起 央 編 著 『資 料 体 系 ア

ジ ア ・ア フ リ カ 国 際 関 係 政 治 社 会 史 』 第4巻 ア

フ リ カIVc,パ ピ ル ス 出 版,1989年,pp.1602-

1608を 参 照 の こ と.

経 済 論 集Vo1.XXX,No.1

滞在期 間 を原則3日 間(72時 間)以 内に制限

し,ア フ リカ人に対す る都 市部へ の流入制 限

(lnfluxContro1)を 強 化 した35).さ らに,

1945年 の同法 は,ア フ リカ人が黒 人居住区内

で土地 を購 入す るこ とや 商業活動 をす るこ と

を規制 し,黒 人居住区管理局 にアフ リカ人商

業活動 を認可す る権 限や宿泊業や金融業 を運

営す る権 限 を与 えた.

1948年 以 降,国 民 党 の マ ラ ン(D.F.

Malan)政 権 は 「人種 隔離」 を実行 してい っ

た.1950年 に 制 定 さ れ た 「集 団 地 域 法」

(GroupAreasAct)は,都 市部 で人種別居

住地域 を定め,各 人種 グルー プが指定 された

地域 以外 で財産 を所 有 す るこ とを禁 じた.

1923年 の 「原住民(都 市地域)法 」が施行 さ

れ る以前 に 白人地区に土地 をもっていたアフ

リカ人や,白 人地区で営業 を続 けてきた黒人

経営 の中小企業は,閉 鎖 もし くは指定 居住 区

へ の移動 を強 いられた.こ うした規制 の背景

35)都 市 永 住 権 が 認 め ら れ た ア フ リカ 人 の 資 格 を

要 約 す る と 次 の よ うに な る.(1)生 後 継 続 し て都

市 白 人 地 区 に 居 住 して い る こ と,(2)白 人 地 区 に

お い て 同 一 雇 用 主 の た め に 継 続 して10年 以 上 働

い て い るか,白 人 地 区 に15年 以 上 合 法 的 に 居 住

し,地 域 外 で 雇 用 され た こ とが な い こ と,(3)以

上 に該 当 す る 者 の 配 偶 者,未 婚 の 娘,18歳 以 下

の 息 子,(4)労 働 省 発 行 の 滞 在 許 可 書 を有 す る も

の,の い ず れ か を満 た す 者 で,こ れ が 示 す 通 り

極 め て 厳 しい条 件 が 課 せ られ て い た.

36)1946年 に は都 市 部 に 住 む ア フ リカ 人 は 絶 対 数

で 白 人 を上 回 る よ うに な っ た.鉱 業 に従 事 す る

短 期 契 約 の 出稼 ぎ労 働 者 は 都 市 在 住 ア フ リカ 人

の21%に す ぎず,大 部 分 が 都 市 部 へ の 永 住 者 に

な っ て い た.一 方,イ ン ド人 の70%,カ ラ ー ド

の62%が 都 市 部 に 居 住 し て い た(Leonard

Thompson,AHistoryofSouthAfrica,Revised

Edition,NewHavenandLondon:YaffeUni-

versityPress,1995,p,178.宮 本 正 興 他 訳 『南

ア フ リ カ の 歴 史』 明 石 書 店,1995年,314～315

ペ ー ジ) .
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には,都 市部 で黒人の定住者が増加 した こ と

に よる都 市在住 白入 の危機感 が あっ た36).

1985年 の政府 による発表 では,同 法 によって

移 転 を余儀 な くされ た商人 の数 は2,771人 に

及 び,そ の91.3%が イ ン ド系 商 人 で あ っ

た37).

都 市部へのアフ リカ人流入規制は,ア フ リ

カ人居住指定地(ホ ー ムラン ド)内 での深刻

な人 口増加 を もた らし,同 地域 内の開発 を必

要 とす るに至 った.1951年 に設置 され,55年

に答 申した 「バ ンツー地域社会経済開発委員

会」(通 称:ト ム リンソン委 員会)に よる報

告書 は,ホ ーム ラン ド内 と白人地域 との隣接

地域 での工 業開発 を提唱 している.し か し政

府 は,白 人資本 に よるホー ムラン ド内での操

業案 を拒否 し,隣 接地域へ の企業設立 を奨励

す るとい う方針 を示 した38).

これ らの法制度 の規制 によって,都 市部 で

は黒 人企業家に よる経済活動が著 し く制 限さ

れたが,そ れは黒 人 との競争か ら白人企業家

を守 る とい う側 面 も もって い た.し か し,

1967年 に制定 され た 「地 域 計画 法」(Physi一

西浦昭雄:南 アフリカの中小企業政策の特徴 と歴史的展開

37)RogerOmond,TheApartheidHandbook,

Harmondsworth:PenguinBooksLtd.,1985,p.

37(斉 藤 憲 司 訳 『ア パ ル トヘ イ トの 制 度 と実 態 』

岩 波 書 店,1989年,30ペ ー ジ).な お,1961年 に

イ ン ド 人 に 対 す る 規 制 を 緩 和 し て か ら は,商

業 ・工 業 ・専 門 分 野 に 従 事 す る イ ン ド人 が 増 加

し た.

38)UnionofSouthAfrica,Summaryofthe

reportoftheCommissionfortheSocio-

EconomicDevelopmentoftheBantuAreas

withintheUnionofSouthAfrica,U.G.61/

1955,pp.138-139,pp.198-200./UnionofSouth

Africa,GovernmentDecisionsontheRecom-

rnendationsoftheCommissionfortheSocio-

EconomicDevelopmentoftheBantuAreas

withintheUnionofSouthAfrica,WPF/'56,

pp.8-10.
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calPlanningAct:後 にEnvironmental

PlanningActに 改名)は,都 市部 におけ る

工場の設立 ・拡 張 を規制す ると ともに,優 遇

税制 によって ホーム ラン ド隣接地域へ の工場

移転 を促 した.こ の場合 の拡張 とは,ア フ リ

カ人労働 者が増加す る意味 で用 い ちれたため

に,実 質的には政治 的不安 定要 因 とな るアフ

リカ人の都市流入 を防 ぐこ とが 目的 であった.

白人所 有 といえ ども,自 己資金が十分 でない

織物 ・衣料産業 な ど中小製造企業 に とっては,

移 転す ることが難 し く多大 な打撃 を受け た.

さらに,1911年 の 「鉱 山労働 法」が ダイヤ

モン ド取 り扱 いな どを白人だけに認めて以来,

広範な業種 で白人労働者 を保護 す るこ とを 目

的 と し た ア フ リカ 人 に 対 す る職 種 制 限

(colorbar)が 実施 されて きた.職 種制限 は

ア フ リカ人が技能職 につ くこ とを困難に した

ばか りでな く,熟 練工不 足 を もた ら し,熟 練

工 か ら中小製造業の企業家 に なる可能性 を も

阻むこ とになった.

では,1910年 の南 ア連邦成 立以降,南 ア政

府 は産業政策の 中で 中小企業政策 をどの よ う

に意識 していたので あろうか.政 府 は,1920

年代半 ばか ら輸入代 替工業化政策 を推進 した.

1926年 の 男性 用 衣料 品に対 す る従 価 税(ad

valorem)の 引 き上げや1930年 代末 の従 量税

(specificduty)の 導 入にみ られ る ように,

政府 は白人労働 者の雇用増加 を目的に関税措

置による国内産業 の育成 を図った.政 府 は ま

た,基 幹産業 に対 しては国営企業 を設立す る

な ど直接的に産業育成 に関与 した.こ うして

イスコール社(1928年)や サ ソール社(1950

年)と いった基幹産業 を担 う公社 が設立 され

た.ま た,1940年 に は産 業 開発公社(lndus-

trialDevelopmentCorporation:IDC)が
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設立 され,大 型プ ロジェ ク トへ の融資 を実施

す るようになった.つ ま り,工 業化 の初期段

階 では,労 働集約型の産業育成や 国営企業 に

よる産業開発が 中心 で,中 小企 業の振興が意

識 され ることは皆無 であったのであ る.事 実,

工964年か ら1979年 にかけ て9次 にわた り発刊

され た経済開発計 画にお いて も,中 小企業 に

つ いての言及はない.

唯一,中 小企業へ の支援機関 としてみ るこ

とが で きるのが,1970年 にポーチ ェス トロー

ム大学 の付 属機 関 として設立 され た中小企業

助 言セ ンター(SmallBusinessAdvisory

Bureau:SBAB)で あ る.SBABは,中 小

商業研究所(InstituteforSmallTraders)

として知 られ,コ ンサル ティング ・サー ビス

と経営 訓練サー ビスを柱 とした活動 を展 開 し

てい る.1960年 代 に小売業のチェー ン ・ス ト

アー化 が進展 したこ とに危機感 を募 らせ た中

小小 売業者が,経 済 団体 を通 じて 中小企業 の

保護 ・振興 を政府 に働 きか けを したが受 け入

れ られ ず,民 間主導 の機 関 としてSBABが

設 立 され るに至 った39).ト ー一マ スが,1920

年か ら80年 代 まで,政 治的 に不利 な立場 にあ

っ た非 ア フ リカー ナー 系(英 語 系 白人 と黒

人)の 中小企業は,国 家 と地方 自治体,そ し

て大企業か ら実質的には全 く支援 を受け なか

った と指 摘 して い る よ うに40),当 時 の政権

には中小企業 の奨励 とい う視 点が皆無 であっ

たといえ よう.

経 済 論 集 Vol.XXX,No.1

39)SmallBusinessAdvisoryBureau,1985

AnnualReport,pp.4-5./1995AnnualReport,

Potchefstroom,p.1.

40)WolfgangThomas,"SupportingJobCrea-

tion"inRobertSchrireed.Wealthor

Power?CriticalChoicesforSouthAfrica,

CapeTown:OxfordUniversityPress,1992,p.

482.

2.規 制の緩和期(1976-1989年)

このよ うに都 市部 でのアフ リカ人の経済力

強化 につ なが る中小企業 に対 して抑圧 的であ

った国民党政権が,中 小企業 の役割につ いて

関心 を抱 く契機 となったのは,1976年 に ヨハ

ネ ス ブル グ近 郊 の黒 人居住 区(タ ウン シ ッ

プ)で 発生 した ソウェ ト蜂起 であった.そ れ

以降,黒 人居住 区の住民の不満 を緩和す るた

め に,住 宅不 足や失業問題 が重視 されるよ う

になった41).

国 民 党 政 権 は1976年 に 布 告(proclama-

tion)764号 で,ア フ リカ人 に よ る商会や 合

名 会社 の 設立禁 止 を解 除 した42).こ れ は ア

フ リカ人 中小企業 家が中心 となって組織す る

全 国商工 会議所連合(NationalFederated

ChamberofCommerce:NAFCOC)の よ

る要請 を受 け入れ たものであ る.さ らに1977

年 の布告2,292号 で,ア フ リカ人 が取 り扱 え

る業種 を拡大 した.し か し,製 造業への経済

進 出は禁 止 されたままであ った.1978年 には

「黒 人(都 市地域)調 整 法」 を改 定 し,西 ケ

ープ地域 を除 く他の黒人居住 区内におけ る99

年間の賃借権 を認め た43).

1978年 に政府 に答 申され,翌 年 に公表 され

41)1960年 か ら1977年 ま で に ア フ リ カ 人 失 業 者 数

は120万 人 か ら230万 人 に 増 加 し,1977年 の ア フ

リ カ 人 失 業 率 は26%で あ っ た と 推 計 さ れ て い る

(Thompson,AHistoryofSouthAfrica,p.1.95.

宮 本 他 訳 『南 ア フ リ カ の 歴 史 』342ペ ー ジ.)

42)ManningandMashigo,Manufacturingin

1匠ゴ0708η'6ηウ7ゼs6s…,P.57.

43)RSA,ReportoftheCommitteeforEconomic

AffairsofthePresident'sCouncilonMeasures

whichRestricttheFunctioningofaFree

MarketOrientatedSysteyninSouthAfrica,

CapeTown:GovernmentPrinter,1984,pp.31-

33.
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た 「人的 資源 の利 用 に及 ぼ す法 律(労 働 ・鉱

業 両 省 管 轄 の法 律 を除 く)に 関す る調 査 委 員

会 」(通 称:リ ッ カー ト委 員 会)に よ る報 告

書 は,「 集 団地 域 法 」 を緩 和 し て,白 人 地 区

内 で黒 人 企 業 家 が経 済 活動 に参 加 で き る 「自

由 商 業 地 域 」 の 設 置 す る よ う 提 唱 し て い

る44).ま た,同 報 告 書 は,白 人 以 外 の 人 種

集 団 に課せ て い た職 種 制 限 の廃 止や 「地 域 計

画 法」 の 見 直 し を 行 う べ き だ と し て い

る45).自 由 商 業 地 域 は,1984年 の 「集 団 地

域 修 正 法 」 に よ って実 現 し,そ の数 は1988年

末 まで に90に の ぼ っ た46).

1979年 に ボ タ(P.W、Botha)首 相 は,企

業社 会 の代 表 を集 め て カー ル トン会 議 を開催

し,中 小 合弁 企業 の奨 励,既 存 の 開発 計 画 の

合 理 化,全 て の 人種 に よ る開発 参 加,都 市 黒

人居 住 区 内の 商業 ・サ ー ビス活動 の促 進 を提

案 した.こ の提 案 を受 けて,1981年 に は レン

ブ ラ ン ト ・グル ー プ(RembrandtGroup)

をは じめ 計81社 に ものぼ る南 ア 主要 企 業 が,

政 府 との 共 同 出 資 でSBDCを 設 立 し た47).

政 府 はSBDC設 立 に あ た り,イ ン ド人 産 業

開 発 公 社(lndianIndustrialDevelopment

Corporation)と 開発 金 融 公社(Developrnent

andFinanceCorporation:以 前 は カラー ド

開 発 公 社 で あ っ た)の2つ の 公 社 をSBDC

西浦昭雄:南 アフ リカの中小企業政策の特徴 と歴史的展開

44)RSA,Report(ゾtheCo〃zmittee(ゾInqu勿

intoLegislation4〃ecting伽Z/tilisationof

Manpower(ExcludingtheLegislationAd-

ministeredbytheDepartmentsofLabourand

Mines},RP32/1979,1979,p.225.

45}ibid,pp.223-224,226-233.

46)SouthAfricanInstituteofRaceRelation,

RaceRelationSurvey1988/89,Johannesburg,

1989,p.341..

47)SmallBusinessDevelopmentCorporation

Limited(SBDC),SBDCActivities1981-

1985,Johannesburg,1985,pp.2-5.
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に合併 させ るこ とで資本に あて,そ の不足分

をIDCや 経 済開発 公社(EconomicDeve1-

opmentCorporation)の 一部 で充当 した.

SBDCが 提供 す るサー ビス は,融 資,資

本参加,銀 行保 証 などの金 融サー ビス,工 場

や 店舗 な どの貸付,経 営訓練 な どの助 言サー

ビス,中 小企業開発の環=境づ くりであ る.営

業 開始か ら1985年6月 までの融資先 をみ てみ

る と,融 資の42%が 製造業 に,同40%が 小 売

業 に対 して で あ っ た.SBDCへ の政 府 出資

比率 は50%で あったが,議 決権 は20%に 抑 え

られ て い た.SBDC自 身 が 「SBDCは 非 経

済 的 な企 業 を引 き上 げ る福 祉 機 関 で は な

い」48)と明言 して いるよ うに,SBDCは 金利

を商業べ一 スで設定す るなど民間主導色 が強

か った.

SBDCが 設 立 され た同 じ1981年 に,政 府

は 中小企業政策 を総合 的にみ る機関 として中

小 企業促進評議会(CouncilforthePromo-

tionofSmallBusiness:CPSB)を 設 置 し

た.CPSBの 役 割 は,第1に 中小 企業 関 す

る問題 の所在 を明 らかに し,政 策提 言 を行 う

こ と,第2に 中小企業支援機関 に対 す る補 助

金 配分,第3に 中小企業支援機関に よる活動

の調整,第4に その他 中小企業の促 進に 関す

る問題 へ の対 処,で あ っ た49).CPSBが 補

助金 の配分先 として想定 していた機 関は,先

述 したSBAB,NAFCOC,SBDCを 含 め,

ステ レンボ ッシュ大学 の企業家 ・中小企 業経

営研究室(UnitforEntrepreneurshipand

SmallBusinessManagement),西 ケー プ大

学 の 中小 企 業 研 究 所(lnstituteforsmall

4$)ibid.,p.5.

49)CouncilforthePromotionofSmallBusi-

ness,CPSBAnnualReport1984,p.2,12.
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表3南 ア中小企業が各業種に占める割合(1977年)

Vol.XXX,No.1

単位:%

売上高基準(注1) 従業員数基準(注2)

企業数 雇用数 企業数 雇用数

鉱業 68 3 71 2

製造業 81 26 74 12

建設業 96 45 88 24

個人運輸業 99 71 93 36

卸売業 95 &8 90 44

小売業 98 76 99 78

自動車販売業 89 63 96 74

飲食業 75 53 60 42

宿泊業 96 74 62 23

合計 94 37 90 25

(注1)売 上 高 基 準 で は,卸 売 業 の 場 合 で500未 満,宿 泊 業 で50未 満,飲 食 業 で10未 満,そ の 他 の

業 種 で は100未 満 の 企 業 を 中 小 企 業 と す る

(注2)従 業 員 基 準 で は,鉱 業 の 場 合 で100人 未 満,製 造 ・建 設 ・卸 売 ・小 売 ・ 自 動 車 販 売 業 で50

人 未 満,そ の 他 の 業 種 で は20人 未 満 の 企 業 を 中 小 企 業 とす る

(出 所)NationalManpowerCommission,DepartmentofManpower,ReportonanInvestiga-

tionintotheSmallBusinessSectorsintheRepublicofSouthAfrica,withSpecific

ReferencetotheFactorsthatmayRetardtheGrowthandDevelopmentThereof,Council

forthePromotionofSmallBusiness,ReportNo.10f1984,p.1,14-21.

Business),ポ ー トエ リザベ ス大学 の 中小 企

業研 究室(SrnallBusinessUnit)な ど計11

機 関に のぼ った.こ れ らの機 関の大 部分 が

1970年 代後半か ら80年 代 前半 にかけて設立 さ

れてお り,中 小企業問題 に対 す る関心が高 ま

っていた ことを示 してい る.

1980年 代前半 に,政 府や政府 関係機 関は中

小企業 に関す る報告書 を幾つ か出 して いる.

全国人的資源委員会(NationalManpower

Commission:NMC)が1984年 に 発 表 し た

報告 書は,中 小企業が雇用機会 の創 出におい

て重要 な役割 を担 ってい るに もかか わ らず,

50)NationalManpowerCommission,Depart-

mentofManpower,ReportonanInvestigation

intotheSmallBusinessSectorsintheRepublic

ofSouthAfrica,withSpecificReferencetothe

FactorsthatmayRetardtheGrowthand

DevelopmentThereof,CounciユforthePromo-

tionofSmallBusiness,ReportNo.10f1984,

p.146-53.

様々 な法規制 がそれ を阻んでい るこ とを指摘

して い る50).同 報告 書 は,中 小 企 業 を 「従

業員 は50人 未満 で年 間売上 高が100万 ラ ン ド

を超 えない独 立 した企業」であ るとい う定義

を示 した上で,業 種 ご とに細か く概念規定 し,

中小企業の実 態 を明 らかに しようと試みてい

る51).こ こで の定義 に従 って試算 され た南

ア中小 企業 が各業種 に 占め る割合 は表3の 通

りである.南 ア中小企業は,売 上 高基準 と従

業員基準 とも企業数 の90%を 超 え る割合 を 占

め るが,雇 用数 にす る とその割合 がそれ ぞれ

37%,25%と な る.大 規模 な資本投下が必要

な鉱業 は もとよ り,製 造業 の雇用 に 占め る中

小企業の割合 が少 ない.

同報告書に よれば,中 小 企業 とは所有 ・経

営面 で独 立 してお り,組 織形態はシンプル で,

市場 に対す る影響力 は弱い企業 であ るこ とに

51)ibid.,pp.5-7.
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特徴づ け られ る.企 業 の所有者 は,企 業 家で

あ り,資 本の 出資者 であ り,経 営者 であ り,

意思決定者 であ り,利 潤 の配 当受 取人で もあ

る.さ らに同報告書 は,(1)公 共 ・民間部 門双

方に よる中小 企業 の促進へ の意識高揚,(2)中

小企業 の対象に インフォーマル ・セ クター を

含め るこ と,(3)人 種差別 をしないこ と,(4)大

企業 と中小企業では異 な る法制度 を用 い るこ

と,(5槻 制の撤廃化,(6)中 小企業政策 の調整,

⑦ 中小企業に対す る政府調達の促 進,の7つ

のガイ ドラインを示 している.

こうした失業問題へ の国民党政権 の危機感

と問題解決への中小企業への期待感 は,1984

年に発表 した 白書 『南 アにおけ る雇用機会創

出のための戦略』 で表 明されて いる.同 白書

は,首 相 の経 済 諮 問委 員会 とNMCが 提 出

した雇用戦略に関す る報告書 に対 す る政府 の

回答 である.中 小企業 とインフォー マル ・セ

クターの雇用は雇用全体の 中で大 きな割合 を

占める とし,こ れ らの成長 を妨 げ る規制 を取

り除 くべ きた とす る提言 に対 して,政 府 は白

書 の中でこの提案 を受け入れ,政 府 は全力 で

規 制 緩 和 を実 施 す る こ と を 公 約 し て い

る52).

この規制緩和 を中小企業政策 の柱 に してい

たこ とは,大 統領の諮問機 関であ る大統領会

議(President'sCouncil)経 済委員会 による

西浦昭雄:南 アフリカの中小企業政策の特徴 と歴史的展開

52)RSA,WhitePapefionAStrategyforthe

CreationofEmploymentOpportunitiesinthe

RepublicofSouthAfrica,1984,pp.9-10.

53)1984年 の 憲 法 改 定 に よ り実 権 が 首 相 か ら大 統

領 に移 管 した.1980年 代 の 規 制 緩 和 に よ る 中 小

企 業 振 興 の 流 れ は 世 界 的 な もの で コ ー トジ ボ ア

ー ル で も確 認 さ れ て い る(佐 藤 章 「コ ー トデ ィ

ヴ ォ ワ ー ル の 小 規 模 経 済 活 動 振 興 政 策 の 経 験 」

池 野 ・武 内 編 『ア フ リカ の イ ン フ ォ ー マ ル ・セ

ク ター 再 考 』,183・198ペ ー ジ)
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次 の2つ の報告 書 に よ って確 認 で きる53).

まず,1984年 に市 場 経 済重 視 の 姿 勢 を示 す

『南 アにおけ る 自由市場 指 向制 度 の機能 を妨

げ る措 置 に関 す る大統 領会 議 経 済委 員会 報

告』が大統領 に答 申され た.同 報告 は中小企

業や インフォー マル部 門の経済活動 を阻害す

る法規制 を具体 的に例 示 し,こ れ らを緩和す

る こ とを提 唱 して い る.さ らに,同 報 告 は

SBDCに よ る助 言サ ー ビスは不 十分 で あ る

ため強化すべ きだ と訴 える ともに,融 資金利

が高 く利用 が困難 であるために補助金の供与

すべ きだ としてい る.興 味深 いのは,利 潤動

機 が民間部 門の活力 であるこ とを認め なが ら

も,開 発戦略 において は必ず しも最適 ではな

い とし,政 府 に よる育成策の必要性 を提 唱 し

てい る点であ る54).

翌1985年 に 『中小企業開発 と規制緩和 のた

めの戦略 に関す る経済委貝会報告』 が答 申さ

れた.ボ タ大統領 による同委員会へ の諮 問内

容 は次 の通 りである55).

(1)単 な る金融面だけでな く開発機能 をも

含 んだ中小 企業開発

② 労働機会 と所得 の提供者 として潜 在力

のあるインフォー マル ・セ クターへ の政

策

(3)南 アの経済成長 を促進す るよ うな政府

と民間部門の協力 関係 の強化

同報告 で は,SBDCの 金 利 方針 に疑 問 を

なげかけ,開 発機 関 として リス クを もっ と背

54)RSA,ReportoftheCommitteeforEconomic

AffairsofthePresident'sCouncilonMeasures

…
,pp.91-93.

55)RSA,President'sCouncil,Reportofthe

Co窺 ηz薦6θ カ γEcono〃zゴoAffairsinaStrategy

forSmallBusinessDevelopmentandfor

Deregulation,CapeTown:Government

Printer,1985,p.1.
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負 うべ きだ と主張 して いる56).ま た,CPSB

に関 しては権 限不 足で,常 勤事務局ス タッフ

が1名 だけでは機能 しない と厳 しく非難 し,

権 限 を大幅 に強化 した独立 した機関 として再

出発す るよ う提 唱 してい る.さ らに同報告 は,

南ア の中小企業の発展 を妨 げてい る主要要因

として,「 集 団地域法」や 「黒人(都 市地域)

調整法」 を挙 げ,す べ ての人種集 団が 自由 に

経済活動が で きるよ うにす ることと,都 市流

入規制 を廃止す るこ とを提 唱 してい る.イ ン

フォーマ ル ・セ クターについて同報告 は,イ

ンフォーマ ル ・セ クターが 多 くの人々 に とっ

ての重要 な所得源 になってい ることは認め な

が らも,経 営能力 が脆弱 であるために過度 な

期待 はで きない とし,フ ォーマル ・セ クター

に移行 で きるよう支援すべ きだ と提 唱 してい

る.同 報告 が 「本研究の 中心テーマは中小企

業開発 を促進 す る上 で規制緩和が重要 な働 き

をす る.… 政 府 によ る社会 的責任 を無視 す る

わけ ではないが,南 アのよ うな社会 的 ・政治

的 ・経済的 に複雑 な社会 に とって は参 入の容

易 さ と利潤 に特徴づ け られ るダイナ ミックな

民間部 門をつ くるこ とが 強調 され る」57)と述

べて いるよ うに,当 時の中小企業政策 の中心

はあ くまで規制緩和であった.1986年 には,

これ ら報告書 による提案 が一部実行 に移 され,

「黒人(都 市 地域)調 整法」や職種 制 限が廃

止 され た.

ところでt先 述 した工業分散化政策 も1982

年か ら新計画 を実施す ることでよ り強化 され

た.新 計画 では,政 府は工業 開発 の優 先地域

を指定 し,該 当地域 に対 してはインセンティ

ブが与 え られた.最 も優先度 が高か った地域

56)ibid.,pp.98-106.

57)ibzd.,p.92.
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には,雇 用 を増や した企業 に対 しその給与の

95%に あたる補助金が実に7年 間にわたって

支給 され ることになった.新 計 画に よって地

方 に工場 を移転す る動 きや 中国系投資家 によ

る工場 設立が増加 し,雇 用創 出があ る程度達

成 され た.し か し,実 際に は移転 をした企業

は規模 が大 きか った り,イ ンセ ンテ ィブが新

規事業 に限定 されていたため に,必 ず しも中

小企業 の奨励 にはつなが ちなか った58).

ナ トラスが,「1980年 代 初頭 か ら政 策 は,

黒人中小企業活動 を受 け入れ,奨 励 し,そ し

て向上 を図るよ うに転換 した」59)と指摘 した

ように,ソ ウェ ト蜂起 以降,ア フ リカ人失業

問題へ の対処 として中小企業 に関す る国民党

政権 の関心 は高 まった.し か しなが ら,1990

年代前半 までの政策 は規制緩和 による消極的

な措 置が中心 であ り,積 極的 な中小企業政策

は施 されなか った.

3.新 政策の あ り方 をめ ぐる議論(1990年

代 前半)

1990年2月 にデ クラー ク(F.deKlerk)

大統領が行 ったマ ンデ ラ(N.Mandela)の

釈放 とアパル トヘ イ ト撤廃 に関す る宣言は,

民主化 への動 きを加速化 させ た.1991年 には

「集団地域法」が廃 止 され るな ど
,残 りのア

パル トヘ イ ト法が撤廃 された.同 宣 言か ら総

選挙 までの期 間は,民 主化 後の経済政策の あ

り方について議論が行 われた.国 民党政権 の

58)同 上 報 告 書 で も,イ ン セ ン テ ィ ブ を 既 存 の 中

小 企 業 に 配 慮 し た も の に す る よ う 工 業 分 散 化 政

策 の 再 考 を 求 め て い る(ibid.,pp.43,101).

59)NicoliNattrass,"TheSmallBlackEnter-

priseSector-abriefnoteofcaution"inNicoli

NattrassandElisabethArdingtoneds.,The

PoliticalEconomyofSouthAfrica,Cape

Town:OxfordUniversityPress,1990,p.2ユ8.
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中小企業振興政策への考 え方 は,1993年3月

に発 表 した 『南ア経済の再編成:規 範的 モデ

ル ・ア プ ロー チ』(略 称:NEM)か ら知 る

こ とがで きる.

NEMは,所 得 と雇用創 出の源泉 として 中

小企業 とインフォーマル ・セ クター に期待 し

て い る60).NEMの 試算 に よれ ば,イ ン フ

ォーマ ル ・セ クター の雇 用 は344万 人(1991

年)で,自 給 自足農 家 を含 め れ ば そ のi数は

444万 人に及ぶ.イ ンフォーマ ル ・セ クター

の 経済 力 はGDPの7.3%に 相 当す る.業 種

では露天商や クラフ ト業に よる雇用が約70%

を 占め る.NEMは,イ ンフォー マル ・セ ク

ターへの政策 として企業家育成が鍵 である と

し,訓 練制度 を充実 させ るよう提二唱 して いる.

フォー マ ル ・セ ク ター の 中小 企業 につ いて

NEMは,零 細 企 業(従 業 員10人 未満),小

企業(同50人 未満),中 企業(同50人 以上200

人未満)の3つ に分類 してい る.そ して,中

小企 業政 策 と して1第1にSBDCや 南部 ア

フ リカ開 発 銀行(DevelopmentBankof

SouthernAfrica:DBSA)な どを通 じた金

融面での支援,第2に 中小企業 の発展 を妨 げ

る規 制緩和化 の継続 と税制 ・労働 ・政府調達

政策の見直 し,第3に 経営 者の訓練,情 報サ

ー ビス
,下 請 け制度 を通 じた企業家の育成支

援,第4に 中小企業支i援機 関の改革,を 掲 げ

ている.

他 方,ANCは,1992年 に発 表 した政策文

書の中で,積 極的に 中小企業 を振興す るこ と
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60)CentralEconomicAdvisoryService,The

RestructuringoftheSouthAfricanEconomy

ANormativeEconomicApproach,1993,pp.213
-218.

61)AfricanNationalCongress,ReadytoGov-

ern,1992,p.15.
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を示 してい る61).ま た,ANC系 の 南ア最 大

の労働 組合 で あ る南 ア労働 組 合 会 議(Con-

gressofSouthAfricanTradeUnion

COSATU)が1991年 に ケー プ タウ ン大 学 に

委託 したこ とを受けて発 足 した産業戦 略プ ロ

ジ ェ ク ト(IndustrialStrategyProject:

ISP)は,製 造業 の12の 業種 と貿易政 策 な ど

5つ の部 門横 断 テーマ を調査 し,1993年 に答

申 した.同 調査 の要約 は1995年 に報告 書 とし

て発刊 され たが,そ こで は南アの中小 企業 問

題 は,主 に産業 の寡 占的支 配構 造に起 因す る

としてい る62).つ ま り,「 中小企 業 が直面 す

る最大 の課題は,巨 大 で,垂 直統合 に よって

支配 され た市場へ のア クセスであ る」63)とい

う認識 であ る.そ こで同報告 書は,競 争政 策

と監視機 関の権 限強化 を提 唱 してい る.さ ら

に中小企業の市場へのア クセス を確保 す るた

めに,政 府調達 制度の見直 しが主張 されて い

る.

さらに,ANC系 エ コノ ミス トが集結 して

作成 し,1993年 末 に発行 した 『民主主義 を機

能 させ るために:南 アにおけ る経 済政策枠 組

み』(通 称:マ ー グ報告)は,介 入 主義 的 な

立場 を示 してい る.マ ー グ報告 は,南 アの経

済構造 にお いて所有権 と生産 面での集 中度が

高いこ とが 中小 企業の育成 を阻んでい る と指

摘 し,(1)零 細企業への積極 的な奨励,(2)独 占

的行為の制限 と中小企 業へ の技術 力獲得支 援,

62)IndustrialStrategyProject,Improving

ManufacturingPerformanceinSouthAfrica,

CapeTown=UCTPress,工995,pp.140-148.

63)ibid.,p.74.

64)MacroeconomicResearchGroup,Making

DemocracyWork:AFrameworkforMa-

croeconomicPolicyinSouthAfrica,TheCen-

treforDevelopmentStudies,Bellville:Univer-

sityoftheWesternCape,1993,pp.226-229.
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(3)工業 団地 の開発 など企業 間協 力の促 進,を

提唱 してい る64).

国民党政権 とANC系 の中小企業 の奨励 に

対す る考 え方 を比べ る と,双 方 とも,中 小企

業が雇用面 で重要 であ り,何 らかの奨励が必

要 であ るとい う点 については共通す るが,国

民党政権 に よる報告書が既 存の機関 の充実 と

民間 部 門 との協 力 を強調 す るの に対 して,

ANC系 のそれは大企業優位 の経済構 造 その

ものの変革 を求め たよ り抜本 的で積極的 な振

興政策 を提 唱 しているのであ る.

IV.民 主化後の中小企業政策

1.新 中小企業政策の理念 とその背景

1994年4月 の総選挙の結果 誕生 したマンデ

ラ政権 は,中 小企業の振興 を重視す る姿勢 を

示 した.新 政府 は,同 年10月 に中小企業戦略

に関す る討議 資料 を公表 し,そ の討議 資料 を

もとに同年末 までに60回 に及ぶワー クシ ョッ

プ を全土 で開催 した.こ うして95年3月 に通

産省 に よって作成 され,議 会 を通過 した 『南

アにおけ る中小企業開発 ・促進 のため の国家

戦略 に関 す る 白書』(以 下,中 小企 業 白書 と

略す)は,中 小企業政策の 目的 を次 の ように

紹介 してい る65).

(1)中 小企業 に とって好 ま しい環境づ くり

② 所得 ・富 ・経済的機会 におけ る格差是

正

(3)黒 人 ビジネスを阻害 して きたアパ ル ト

ヘ イ トに よる負 の遺産 の是正

(4)女 性 の経済進 出への支援

65)RSA,"WhitePaperonNationalStrategy

fortheDevelopmentandPromotionofSmall

BusinessinSouthAfrica",Government

Gazette,No.16317,28Mar.1995,pp.16-17.
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(5)長 期 的雇用創 出

⑥ 部 門重視 に よる経済成長

(7)中 小企業 間の連携強化

(8)大 企業 ・中小企業間 と都 市 ・農村間の

不均衡 を除去

⑨ 国際競 争に対処す るための準備

1996年11月 に制定 された 「中小 企業法」 は

中小企業政策の 目的や あ るべ き方向性 につ い

ては示 していないため,こ の 中小 企業 白書が

政府 の中小企 業政策 を包括的に示 す唯一 の公

式文書 になる.政 府 は同月末 に 「中小企業 に

関す る大統領会議」 を主催 し,同 白書 を踏 ま

えた振興策 について専 門家や経當者 を交 えた

討 議 の場 を もった.同 会 議 の開 式 で 演説 した

マ ンデ ラ大統 領 は,第1に 国 家 の社 会 ・経 済

発 展 を助 け る こ と,第2に これ まで差 別 を受

け て きた層 の 経 済進 出 を助 け る こ と,第3に

雇 用 創 出 に貢 献 す るこ と,が 中小 企業 振 興 の

目的 で あ る と した.

失 業 問題 は,同 白書 にお いて も強 く意 識 さ

れ て い た.1996年 の 南 ア 「公 式 」 失 業 率 は

19.5%,「 拡 大 定 義 」 に よ る失 業 率 は33.9%

で あ った66).人 種 別 の失 業 率(「 拡 大 定 義 」

に よる)を み る と,ア フ リカ人42.5%,カ ラ

ー ド20 .9%,ア ジア 人12.2%,白 人4。6%で

あ る.こ の数 値 に は,イ ン フ ォー マ ル ・セ ク

ター で の雇 用 数 は含 まれ て い な い こ とか ら,

66)南 ア 統 計 局(StatisticsSouthAfrica)で は,

失 業 を次 の よ う に 定 義 し て い る.失 業 者 と は,

経 済 活 動 人 口の う ち,(1)イ ン タ ビ ュ ー 前 の7日 間

に働 い て い な い もの,(2)イ ン タ ビ ュ ー 後,1週

間 以 内 に働 く意 志 が あ り,か つ そ れ が 可 能 で あ

る も の,(3)イ ン タ ビ ュ ー 前 の4週 間 の 間 に 求 職

行 動 を と っ た もの,で あ る.こ れ ら3条 件 を 満

た す 者 が 「公 式 」 失 業 者 で,(3)を 除 く2条 件 を

満 た す も の を,「 拡 大 定 義 」 に よ る 失 業 者 とす る

(StatisticsSouthAfrica,CensusinBrief.)
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失業 とインフォーマル ・セ クター を併せ た非

フォー マル ・セ クター の割合 は,ア フ リカ人

の場合 は50%以 上 であ ると考 え られてい る.

つ ま り,フ ォーマル部 門で定職 を持 っアフ リ

カ人は経済活動人 口の半分 もいないこ とにな

る.女 性 の失業率 は相対 的に高 く,ア フ リカ

人女性の失業率は52.4%に 達す る.

各州 間の失業率(「 拡 大定 義」に よる)の

差 も顕著 であ る.西 ケープ州 では17.9%で あ

るのに比べ て,東 ケー プ州 は48.5%,北 部州

は46.0%で あ る.し か も,南 アの失業率 は増

加傾 向 に あ り,1998年 の 「公 式」失 業 率 は

25.2%i「 拡大 定義」失業 率 は37.5%で あ っ

た67).継 続 的 な高 い失業 率 は,一 般 犯 罪 の

増加 を招 く.そ して,治 安 の悪化 が投資 を抑

制 し,産 業 の育成 を阻む といったいわば悪循

環 に南 ア経 済は陥 りつつ ある.こ こに,新 政

府が高 い雇用創 出力 を持 つ と考 え られ る中小

企業 に注 目す る所以が ある.

また,イ ンフォーマル ・セ クター には,ア

フ リカ人の割合が高 い.イ ンフォーマ ル ・セ

クター雇用 の4分 の3は 自営業者 であるが,

アフ リカ人が インフォーマル ・セ クター 自営

業者の78.1%を 占め,し か も女性 の割合が高

い68).イ ンフ ォー マ ル ・セ クター は,短 期

的 には雇用確保,経 済発展の面 で大 きな働 き

をす るが,経 営基盤 は極 めて脆 弱であ り,フ

ォーマル部 門へ と成長す るこ とが難 しい.し

か もインフォーマ ル ・セクター所帯 の45%は
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67}StatisticsSouthAfrica,"AdvanceRelease

ofInformationonemploymentandUnemploy-

mentRatesfromtheOctoberHousehold

Survey,1998,"(南 ア 統 計 局 ホ ー ム ペ ー ジ:

http//www.statssa.gov.zaを 参 照).

68)SAIRR,SouthAfricaSurvey1996/1997,

!997,p.350.
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貧 困層に属す る と推 計 され ることか ら,南 ア

政府は,長 期的 には こうしたインフォーマ ル

部 門の企業 をフ ォー マル ・セ クター に引 き上

げるこ とを念頭 においてい る69).

貧 困については,人 種 間 と地域間 の格差 が

大 きいこ とも指摘 しなけばな らない.政 府 の

報告書に よれば,ア フ リカ人の61%,カ ラー

ドの38%が 貧 困層の属 す るが,ア ジア人 と白

人の 中で 占め る貧 困層の割合 は,そ れぞれ5

%と1%に す ぎない.ま た,各 州の 人 口に 占

め る貧 困層の割合 は,農 村 人 口が 多い東 ケー

プ州 で71%,自 由州 が63%,北 西州が62%で

あ るが,都 市人 口が多 いハ ウテ ン州 では17%,

西 ケープ州では28%で あ る.こ のこ とか ら,

貧 困問題 は農村部 でよ り深刻 であ るといえ る.

では政府は中小企 業政策 をどの ように位 置

づ け て い るのだ ろ うか.中 小 企 業 白書 は,

「全 ての経済部 門の 中で中小 企業 が対等 のパ

ー トナー になる」70)ことを最終 目標 としてい

る.つ ま り,中 小企 業が企業社会か ら切 り離

された部 門 として特別視 しな くな るこ とを目

標 として い るの であ る.さ らに,同 白書 は

「移 行 過 程 に お い て
,政 府 は 促 進 機 関

(facilitator)で あ っ て,実 施 機 関(im-

plementor)で は ない」 と明言 し,中 小 企 業

政策 の実施機 関 は,あ くまで企業家精神 や リ

ス ク管理 に敏感 な民間機 関が担 うべ きだ とし

てい る.

69)RSA,0茄.ceoftheExecutiveDeputyPresi.

dentandtheInter-MinisterialCommitteefar

PovertyandInequality,PovertyandInequal-

ityinSouthAfrica,SummaryReport,1998.

同 報 告 書 に よ れ ば,成 人1人 当 た り の 支 出 が 月

353ラ ン ド(=約8,300円)以 下 の 所 帯(南 ア 所

帯 全 体 の40%)を 貧 困 層 と 定 義 し て い る.

70)RSA,GovernmentGazette,No.16317,p.8.
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2.政 策 実 施 体 制

その後の 中小企業政策 は同 白書 と同会議 に

よる決議 に沿 って実施 されている.中 小企業

政策 は,支 援機関の整備 と振興策 に大別 でき

る.ま ず,支 援機関の整備 につ いてであるが,

次 の側面か ら総合的 に支援体制 を確立 した.

第1に,中 小企業政策 を総合的 に立案 ・調

整す る機関 として,1995年 初頭,通 産省 内に

中小企業促進 センター(CentreforSmall

BusinessPromotion二CSBP)が 設 置 さ れ

た.ユ980年 代 のCPSBは 事 務 局機 能 が弱 か

っ たが,CSBPは 通 産 省 内 の局 レベ ル に昇

格 し,中 小企業問題担当のス タッフを大幅に

増員 した.

第2に,金 融面 に対す る支援機 関 として,

政 府 の100%出 資 で クー ラ事 業 金 融 公 庫

(KhulaEnterpriseFinanceLtd:以 下 クー

ラと略す)が 設立 され た.ク ー ラ とは現地の

言葉 で 「成長」 を意味す る.ク ー ラは直接中

小企業 に融資す るの ではな く,中 小企業金融

の 元 締 め 的 機 関(WholesaleFinancial

Institution)と して各州 の開発 公社,NGO,

銀 行 な ど の 融 資 機 関(RetailFinancial

Intermediaries)に 優 遇金利 で融 資す る.ま

た,ク ー ラの子会社 であるクー ラ信用保証会

社(KhulaCreditGuaranteeLtd)は,融

資機 関の リス ク管理 を助 け,中 小企業が融資

機 関か らの借入 を容易 にす る信用保証 を実施

してい る.

第3に,1995年12月,訓 練 な ど,非 金融面

での支援機 関 としてNEPAが 設立 され た.

NEPAは 中小企業 の実 態調 査,キ ャパ シテ

ィ ・ビル デ ィ ング の推進,黒 人 ・女 性 ・青

年 ・身障者の経済参加の促 進 などを目的 とし

経 済 論 集Vol.XXX,No.1

て い る.NEPAも クー ラ 同様 に 元 締 め 的 機

関 で あ る の で,NEPAの 実 施 機 関 とな る の

が27の ロー カ ル ・ビジネ スサ ー ビス ・セ ン タ

ー一(LocalBusinessServiceCentre

LBSC)を 含 む67の 民 間機 関 で あ る.NEPA

は それ らの実 施 機 関 を通 じ,中 小 企 業 向 け コ

ンサ ル テ ィ ン グや 経 営 者へ の トレー ニ ン グ な

ど の サ ー ビ ス を 実 施 し て い る.ク ー ラ と

NEPAは,外 国援 助 の受 け 皿 的 な役 割 を 担

い,援 助 資 金 の配 分 先 を調整 す るこ とが期 待

され た71).

第4に,1995年12月,全 国 中小 企 業 評 議会

(NationalSmallBusinessCouncil:

NSBC)が 設 置 さ れ た.NSBCの 下 に は 各

州 毎 に 地 方 中小 企 業 評 議 会(LocalSmall

BusinessCouncil:LSBC)が あ り,地 元 の

中小 企 業 を構 成 メ ン バ ー とす る.NSBCは

中小 企 業 利益 の代 弁 ・調整 機 関 と して機 能 し,

政 府 と中小 企業 のパ イプ役 に な るこ とが期 待

さ れ た.NEPAとNSBCは,1996年 中小 企

業 法 の 制 定 に 伴 い,当 初 の 公 益 法 人(sec-

tion21company)か ら法 的機 関(statutory

body)に 移 管 した.し か し,NSBCは 幹 部

に よ る不 正 経理 が発 覚 し,98年7月 に閉 鎖 に

追 い込 まれ た72).

第5に,政 府 は 白人 顧客 を優 先 して い る と

批 判 が 強 か っ たSBDCの 政 府 出 資 比 率 を50

%か ら20%に 引下 げ,回 収 した 資金 を クー ラ

やNEPAの 設 立 資 金 と して 充 当 し た.こ れ

に よ り同 社 の 零細 企 業 融 資 の ス キー ム は クー

ラ に 移 管 し た.1998年10月,SBDCは 零 細

71)1996年8月22日,通 産 省 担 当 者 へ の イ ン タ ビ

ユー に よ る.

72)FinancialMail,July24,1998.な お,NSBC

の 後 継 機 関 に つ い て は,1999年9月 時 点 で は っ

く られ て い な い.
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事 業 か らの撤 廃 を図 り,対 象 を中規模 企 業 に

絞 る こ とを 明 示 す る た め,社 名 を 「ビ ジ ネ

ス ・パ ー トナ ー(BusinessPartner)に 改

名 した.

か つ て,旧 ホー ム ラ ン ドの 開発 に は地 方 開

発 公 社 が あ た り,DBSAか ら流 れ る開 発 資

金 の受 け皿 的 な役 割 を担 って い た.旧 ホー ム

ラ ン ドが南 ア に 「統 合 」 され る過 程 で,地 域

の実 情 に詳 しい地 方 開発 公 社 が 担 う役 割 へ の

期待 が あ る.例 えば,ク ワ ズー ル 金 融投 資公

社(KwaZuluFinanceandlnvestment

CorporationLimited:KFC)は,中 小 企 業

の 支 援 に 関 して 顕 著 な実 績 を あ げ て い る.

!978年 に 設 立 され たKFCは,ク ワ ズー ル ・

ナ ター ル州 内 に9つ の地 方 事務 所 と46の 零 細

金 融 用 の 出 張 所 を持 つ.KFCに よ れ ば,

1979年 か ら1994年 ま で に9,000企 業 の 設 立 と

10万 人 の雇 用 創 出 に 関 わ っ た.さ らに,1980

年 に設 立 した ク ワズー ル ・ナ ター ル 訓練 トラ

ス ト(KwaZulu-NatalTrainingTrust:

KTT)を 通 じて4万9,000人 に訓練 のdl会 を

与 えた73).KFCの 活 動 で特 筆 で き るの は,

零細 企 業 向 け 融 資 で顕 著 な実績 を残 して い る

こ とで あ る74).KFCに よれ ば,1996年 度 に

6,248の 雇 用 創 出 を助 け た.以 前 は ア フ リカ

人 のみ 対 象 で あ っ たが,現 在 は カ ラー ド,ア

ジ ア人 に対 して も融 資 を行 って い る.融 資 す
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73)KwazuluFinanceandInvestmentCorpora-

tionLimited,ACorporateProfile,1995,p.5.

74)1996年 度 の 貸 出 し件 数3,747件 の うち,約8割

に あ た る3,286件 が200～5,000ラ ン ドの 範 囲 で あ

っ た(平 均 は1,212ラ ン ド).融 資 実 施 前 に は,

簡 単 な一 日研 修 を実 施 し て い る.尚,1996年 度

は 運 営 予 算 の26%を 州 政 府 か ら の補 助 金 で 賄 っ

て い た.

75)1997年11月26日,KFC担 当 者 へ の イ ン タ ビ ュ

ー に よ る
.

$3

る前 に企業家に対す る研修 を実施 してい るが,

返 済率 は6割 程 度 であ る とい う75).KFCの

ような例 は稀 で,実 際には非効率 な経営 で有

効 に機能 していない公社 が多い とい うのが実

状 である76).

3.中 小企 業 振 興 策

政 府 は,1996年6月 に 新 経 済 政 策 と し て

『成 長 ・雇 用 ・再分 配一 マ クロ経 済戦 略』(通

称:GEAR)を 発 表 した が,そ の 中 で 中小 製

造 業 開 発 計画(SmallBusinessManufac-

turfingDevelopmentProgramme

SMMDP)を 同 年10月 よ り実 施 す る 旨 を 述

べ て い る.SMMDPに よれ ば,中 小 製 造 企

業 を対 象 に,3年 間 に わ た り資 産 総額 の10.5

%相 当 の 設立 補 助 金 と4年 目に は前 年 度 利 潤

(税 引 前)の25%相 当 の 操 業 補 助 金 を 与 え

る77).

中小 製 造 業 を対 象 と した支 援機 関 で あ る製

造 業 助 言 セ ン タ ー(ManufacturingAdvi-

soryCentres:MAC)の 試 み は 注 目に 値 す

る.南 ア の 通 産 省 ・NEPA・ 国 立 生 産 性 本

部(NationalProductivityInstitute:NPI)

・科 学 工 業研 究 会 議(CouncilforScienti丘c

andIndustrialResearch:CSIR)の 政 府 系

4機 関が 共 同 で1997年12月 に 開 設 した.こ れ

76)1996年8月26日,ク ー ラ 担 当 者 へ の イ ン タ ビ

ユー に よ る.

77)DepartmentofTradeandIndustry,Small

BusinessManufacturingDevelopmentPro-

gramme(SMMDP)IncentiveScheme

IntroducedonlOctober1996,1996.但 し,

設 立 補 助 金 を超 え な い 額 で,31,5万 ラ ン ドを 上

限 とす る.ま た,同 措 置 は 労 働 集 約 率 が 基 準 を

達 し て い れ ば2年 間 の 延 長 を行 う.対 象 企 業 は

資 産(土 地,建 物,工 場,機 械)に300万 ラ ン ド

以 下 の 投 資 を行 う製 造 企 業 に 限 定 して い る.



84季 刊 創 価

には デ ンマー ク国際 開発庁(DANIDA)か

ら資 金援 助 を受 け た.MACは 従 業 貝200人

以内の既存 の中小製造企業 を対象に,競 争力

強化 と成長 に導 くことを 目的 とし,助 言,技

術 支援,情 報提供 を行 う構想 である.ま た,

LBSCと の連 携 を強化 す るこ とで地 域 の活

性化 を図 るこ とも視 野に入れている.全 国 レ

ベ ルのNAMACの もと,ポ ー トエ リザベ ス

にPERMAC,ダ ー バ ン にDUMACの2つ

の地 方 セ ンター を持 つ.地 域性 をいか し,

PERMACで は織物 ・衣料,自 動 車部 品,軽

金属 業 を,DUMACで は家具 業 に焦 点 をあ

て て い る.1999年3月 まで に198社 がMAC

のプ ログ ラムに参 加 し,利 用 企業 が202件 に

及 ぶ 契約 を成 立 させ た78).2000年 末 までに

ハ ウテ ン州 と西 ケープ州 に地 方セ ンター を開

設 し,い ず れは9州 全 てに設置す る予定が あ

る79).

1990年 代 前 半 にISP報 告 とNEMの 双 方

に よって提 唱 されていた政府調達政策 の見直

しは,民 主化 後に行 われ た.政 府は,1997年

4月 に 『南アの公共部 門調達 の改革 に関す る

討議 書』 を発表 した.同 討議書は,中 小企業

に とっての障害の一つ である市場へ のア クセ

スを促 進す るこ とに よって,中 小企業 を奨励

す るこ と,さ らには インフォーマル ・セ クタ

ー をフォーマル ・セ クター に引 き上げ ること

を 目的 とす る こ とを掲 げ てい る80).具 体 的

78)ManufactureAdvisoryCentres,MACPilot

ImpactFeedbackWorkshop,Pretoria,March,

1999.

79)1999年8月31日,NPI担 当 者 へ の イ ン タ ビ ュ

ー に よ る
.

80)MinistryofFinanceandMinistryofPublic

Works,GreenPaperonPublicSectorProcure-

ynentReforminSouthAfrica,1997,p.26.
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には,中 小企業には不利 といわれていた国の

入札や政府調達品の手続 きに参加 す るこ とを

容易 にす るこ と,金 融面 で余裕 の ない中小企

業へ の納 品後の支 払い期 限 を早め ること,契

約履行補償金制度の改善 を行 うこ と,一 定枠

を中小企業用 にあて ることな どが検討 されて

いる.さ らに,同 年,政 府 は中小企業が受 注

を希望 す る際 に必要 な手続 きや連絡先 をま と

め たマニュアルを作 成 した81).

現在,南 ア政府 は労働法 な ど中小企業に関

連す る規制 の見直 し作業 を行 っている.こ の

目的 は,中 小企業 の成長 を阻害 している規制

を明 らか にし,例 えばある一定規模以下の 中

小企業 に対 しては,そ の法律 の適用 を免除す

ることで,そ の中小企業の成長 と雇用創 出を

助 ける というものである.1998年8月 に は,

NEPAが1997年 「労働 条件 基本 法」(Basic

ConditionsofEmploym、entAct)に よる中

小企業へ の影響 につ いてま とめた報告書 を公

表 した.同 法は1983年 「労働 条件 基本法」 を

改定 した もの で,労 働 時間の上限の引下 げ,

有給休 暇の増加,産 休制度の実施,残 業手 当

の増加 な ど,労 働条件 を改善 した.新 法成立

の背景 には,与 党ANCの 支持母体 で ある労

働組合 か らの激 しい突 き上 げが あった といわ

れ る.NEPAの 報告 書 は,実 態調査 に 基づ

き,小 売業,飲 食 ・ホテル業,ガ ソ リン ・ス

タン ド,運 輸業,警 備 サー ビスの特に従業員

10人 未満 の企業が労働 コス トの増加で深刻 な

81)NtsikaEnterprisePromotionAgency,Mar-

ketsintheStateSector:ProcurementGuide-

lineforSrnall,MediumandMicroEnterprises

(SMMEs)andServiceProviders,1997.

82)NtsikaEnterprisePromotionAgency,Basic

conditionsofEmploymentAct-lmpactAssess-

meet,FinalReport,1998,pp.52-55.
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状 況 に あ る こ と を 明 ら か に して い る82).

NEPAは,1999年3月 に 討 議 資 料 を作 成 し,

金 融,税 制,労 働,商 取 引,不 動産 ・土 地 所

有,条 例,政 府 調 達,女 性 ・農 村 開発,の8

つ の作 業部 会 で検 討 を して い る83).

西浦昭雄1南 アフリカの中小企業政策の特徴 と歴史的展開

4.競 争政策 との関係

南 アでは垂 直的 な生産 構造 を持 つ財 閥経済

が発達 してお り,所 有 ・市場両面におけ る大

企業 の力が強 いために中小企業の参 入が困難

であ るこ とは前述 した通 りである.1979年 に

制定 された現行 の 「競争一般に関す る維持 ・

促進法」(MaintenanceandPromotionfor

ThewholeCompetitionAct)と,1980年 に

設 置 さ れ た 競 争 評 議 会(Competition

Board)で は,大 企業に よる資本 と市場 占有

率 の集 中化 を防 ぎ,制 限的行為 を阻止す るに

は不 十分 であることが指摘 され,そ れ らの抜

本的改定が1990年 代半 ばか ら活発に論議 され

ていた.旧 国民党政権 は,NEMと 呼ばれ る

報告 書で,現 状の枠組 み を変 えない形で 「独

占行為 の監視」に限 るべ きである とし,大 企

業寄 りの姿勢 を示 した84).し か し,マ ー グ

報告 は財 閥経済的な構造が 中小企業の育成 を

阻んでい るという考 え を根拠 に,「 企業集団」

の解体 を可能 にす る反 トラス ト法の制定 を主

張 し,両 者 は対立 していた85).

ANC政 権 は,意 見調整 に手 間取 り,3年

85

近 い歳 月を経て1997年11月 末に 『競 争政 策に

関す るガイ ドライン案:競 争,競 争 力,開 発

へ の枠組 み』(以 下,ガ イ ドライン案 とす る)

を発 表 した86).そ の後,NEDLACの 場 でガ

イ ドライン案 を軸 に政府,経 済界,労 働 組合

の代表 に よる計16回 に わたる検 討が加 え られ

た上 でa会 で審議 され,1998年10月 に 「競 争

法」(CompetitionAct)が 成立 した87).

労働組合 は経済力の集 中に対 して厳 しいア

メ リカの反 トラス ト政策的 な もの を求めて い

たの に対 し,経 済 界 は独 占行 為 を監視 す る

EU型 の競 争政 策 を主張 して いたが,同 法 は

後者に近 いスタンスを とって いる.「 競争法」

の第2条 では,経 済効率性の 向上,消 費者保

護,外 国 との競争 とともに,中 小企業 に平等

な参加機会 を確保す るこ と,そ して歴史的 に

差別 を受 けて きた層 に所有権が拡散す るこ と

を同法の 目的 として掲 げている.独 占企業 を

市場 シェアで35%以 上 を基準 として指定 し,

独 占的立場 の乱用や排他的行為 を禁 じて いる.

また,一 定規模 以上 の企業の合併 ・買収 を行

う際に は新 し く設 置す る競 争裁 判所(Com-

petitionTribunal)に よ る認可 を必要 として

いる.独 占を監視す る機関 として,競 争委員

会(CompetitionCommission)を 新 たに設

け,こ れ までの競争評議会に比べ て権 限 を強

化 した.

83)NtsikaEnterprisePromotionAgency,

NationalSmallBusinessRegulatoryReview

DiscussionPaper,1.999.

84)CentralEconomicAdvisoryService,The

RestructuringoftheSouthAfricanEconomy,

AP・70-75.

85)MacroeconomicResearchGroup,Making

DemocracyWork,pp.223-226.

86)DepartmentofTradeandIndustry,

ProposedGuidelinesforCompetitionPolicy:A

FrameworkforCompetition,CO吻 ε勧 肥 π8∬

andDeueloprnent,Pretoria,November27,

1997.

87)RSA,GouernrnentGazette,No.19416,0cto-

ber30,1998.



86 季刊 創 価

V.結 びにか えて 南ア 中小企業政策

の特徴 と課題

1910年 の南ア連 邦成立後1970年 代半 ば まで

の政府の関心は,大 企業 と国営企業 ・公社 を

工業化 の主軸 とす る経済成長 であ り,中 小企

業の貢献 について関心が示 され るこ とは皆無

であった.む しろ,ア パ ル トヘ イ ト政 策が強

化 され るにつれ,都 市部 アフ リカ人の影響 力

を弱め よ うとす る政治的意 図か ら,立 地,資

本参加面 で中小企業,な か んず く黒人企業 の

進 出は著 し く制限 されていた.ユ976年 の ソウ

ェ ト蜂起 以降,都 市アフ リカ人の生活向上 と

雇用創 出による政 治的安定 を図 るために 中小

企業へ の奨励が模 索 され,そ の政策手段 とし

て規制緩和 が用い られた.つ ま り,南 ア政府

に とって中小企業 は1970年 代半ば を機 に 「好

ま しい存在 」 として意識 され るよ うにな った

の であ り,「 中小企 業政策」 と呼べ るものが

登場 して きたのであ る.南 ア中小企業 の特徴

ともいえる中規模 企業 の不在や黒人企業家 の

割合 の少 なさ,技 術面の課題 などは,中 小企

業政 策の歴史的展 開に起 因 してい るもの と考

え られ る.

民主化後,深 刻 な失業問題 を抱 えたマ ンデ

ラ政権 は,中 小企業政策 を重視 す る姿勢 を示

した.通 産 省内の中小企業問題担 当ス タッフ

を増員 し,ク ー ラやNEPAを は じめ支i援機

関の充実 を図 って きた.さ らに,同 政権 は中

小企業 に関す る基本法 を制定 し,中 小企業へ

の奨励 策 を実施 した.1999年6月 にマ ンデラ

政権 の後 継 としてムベ キ(T.Mbeki)率 い

る新 政権 が発足 した.新 政権 が どの ような中

小企 業政策 を とるかは未知数 であ るが,ム ベ

キ も失業問題 に強い懸念 を抱いてい ることか

経 済 論 集Vol.XXX,No.1

ち,中 小企業政策については引 き続 き関心が

払われ ることになる もの と推測 で きる.

以上 の議論か ら南アの中小企業政策の変遷

を概 括す ると,ア パル トヘ イ トの初期 →強化

期→末期 →民主化期,と 時代 の波が大 き く移

り変わ るの と軌 を一に して,政 府の 中小 企業

に対す る姿勢が,無 関心→抑圧的→注 目→積

極的 な取 り組 みへ と変化 して きたこ とがわか

る.別 の見方か らすれば,南 アの 中小 企業政

策が国内の政治 ・社 会状況 に応 じて敏感 に反

応 していて きた といえよう.

しか し,幾 つかの点でアパル トヘ イ ト期 と

民主化 後の中小企業政策で共通す る要素 を摘

出す ることがで きる.

第1は,政 策主体 が 中央政府 で,地 方政府

の役割 が限定 されてい ることである.ア パル

トヘ イ ト期 に,国 民党政権 は工業分散化政策

を実施 したが,中 央政府や 中央開発公社 が主

導権 を握 り,地 方政 府や ホー ムラン ド政府,

地方開発公社の役 割は限 られた ものであ った.

規制緩和政策 も中央政府主導 であった.民 主

化後 も中央政府の支援枠組 みはできたが,地

方政府 が主導的にな って中小企業 を育成 で き

るよ うな仕組みにはな っていない.農 村部 人

口の7割 が貧 困層に入 ると考 え られ,州 間の

失業率 の差 も歴然 と存在 している.各 州 の実

状に応 じた中小企業政策が求め られてい る.

この点で,1997年10月 に開催 された第2回 中

小 企業会議 で討議 された地方政府の役割 を重

視 す るとい う 「リー ジョナ ル ・アプ ロー チ」

は的 を射 た もの といえ るが,予 算の配分 な ど

不十分 な点が 多い.

第2は,政 策形成において都市部ア フ リカ

人の存在が強 く意識 されて きたこ とであ る.

1970年 代半ば以降の中小企業 に対す る政策 を
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正 当化す る根 拠は,ア フ リカ人の失業問題 で

あった.民 主化後 も失業問題解決 に寄与す る

こ とが 中小 企業政 策 の 目的 となって い る.

1970年 代半ば までは,中 小 企業 に対 して関心

が払 われ るこ とはな く,都 市部へ のアフ リカ

人が流入 し,ま たアフ リカ人企業家 が経済力

をつ けるの を抑制す る法規制が実施 され た.

政策根拠 とい う面 では大 きく転換 したの であ

るが,政 策の対象が都市部ア フ リカ人であっ

た とい う点では共通 している.南 アの中小企

業政策 は一貫 して対 アフ リカ人政策 とい う側

面が強か った といえ るだろ う.

第3は,政 府が中小企業政策 を考 えるにあ

た って,常 に民間企業 との協力 を意識 し,政

府 に よる介入は抑 え るべ きであるとい う姿勢

を維持 してい る点 であ る.1970年 代半ばか ら

の中小企業政 策の柱 の一つ は官民出資による

SBDCで あ った し,も う一一つ の柱 は規 制 緩

和 によって黒人中小企業が参入で きるよ うに

したこ とであ った.民 主化後,確 かに中小企

業へ の関心が高 ま り,支 援体制 は充実 した.

ANC政 権 は積極 的に中小 企業政策 を推進 し

ているかにみ える.し か し,政 府 は中小企業

白書で,「 実 施機 関」 はあ くまで民 問部 門 で

あ ると明言 してい るように,政 府 は間接的 な

存 在 で あ ろ う と し て い る88).最 近 で は

NEPAが 中心 とな って規制 面 で 中小 企業 に

不利 にならないよ う検討 してお り,政 策手段

として規制緩和が とられ る点 も1980年 代 の政

策 と共通 している.

1990年 代 前半 の中小企業政策 をめ ぐる論争

西浦昭雄1南 アフ リカの中小企業政策の特徴 と歴史的展開

88)現 に,中 小 企 業 政 策 の 推 進 機 関 で あ る クー ラ

やNEPAの 規 模 は最 小 限 に抑 え られ い る(1996

年8月26日,ク ー ラ 担 当 者 へ の イ ン タ ビ ュ ー に

よ る).

$7

と民主化後 に実施 された 中小企業政策 を比べ

ると,の ちに政 権与党 にな るANC系 の報告

書 が示 した ような産業構造 の変革 が実 現に移

された とはいえず,む しろ市場 原理 を重視 す

る政策 を示 したNEMに 近 い政 策 が 打 ち出

されている.こ れ は,民 主化後 のマ ンデ ラ ・

ムベ キ政権が政 府債務 の削減 を果 たす こ とを

最優先 しているために支 出面 での制約 が強い

ためである.し たが って,国 家再建 のために

は民間投資 に強 く依 存 しなければな らず,民

間資本が逃避す る恐れがあ る競争政策 の抜本

的改定 を含めた産業構 造の変革 には慎 重にな

らざるをえない89).

詳細 をさ らに吟味す る必要 があろ うが,こ

れ らの共通点は南アの中小企業政策 固有 の特

徴 といえるか もしれない.

民主化後 の中小企業政策 を総括 して ロジャ

ー ソンは
,(1>NEPAや クー ラはあ くまで元

締 め機 関で,実 施機 関が不在 であ り,う ま く

機能 していいない,(2)政 策 目標 が総花 的で,

焦 点 が定 まって い ない と指 摘 して い るgo).

では,今 後 の南 ア中小企業政策 はいか な る方

向に進 むの であ ろ うか.最 近 では,南 ア通産

省 が外 国の コンサルテ ィング企業 の協 力 を得

て中小企業政策の全般 的な見直 し作業 をして

お り91),実 際 に どの よ うな政 策転 換 が み ら

れ るか未知数で はあるが,先 述 した山本 と瀧

澤 の視角 を援用 して,南 アの中小企業政策 の

89)こ の 点 に 関 して 西 ケ ー プ 州 の 投 資 誘 致 機 関 で

あ るWesgroの トー マ ス(W.Tomas)は,「 中

小 企 業 の 奨 励 は 非 常 に 重 要 で あ る と広 く認 識 さ

れ て い る が,政 府 は 資 金 不 足 で 十 分 な 奨 励 策 を

打 ち 出 す こ とが で きな い 」 と述 べ て い る(1996

年8月16日,イ ン タ ビ ュー に よ る).

90)1999年9月3日,イ ン タ ビ ュー に よ る.

91)1999年8月30日,南 ア 通 産 省 担 当 者 へ の イ ン

タ ビ ュ ー に よ る.
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課題 につ いて検討 す る.

山本 は,独 占資本体制 の進展度 で発展途上

国 と先進国の 中小企業状況 は異 なる としてい

るが,南 ア では大 企業や 「企業集団」に よる

資本 と市場 の寡 占化 が極 めて進展 してい る.

この点か らいえば,南 アの中小企業政策 は先

進 国的な要素 をもってい る.し たが って,政

策 的には大企業 による独 占を防止す る競争政

策や 中小企業 に対す る不利是正策が求め ちれ

るのである.実 際,南 アの新 たな 「競争法」

の 目的の中には中小企業の成長 を意識 した項

目が加 え られている.

次に瀧澤 は,発 展途上国の中小企業 に対 し

て失業 改善効果や貧 困の 「底上 げ」的改善効

果 を期待す る 「開発貢献型 中小企業認識論」

があ ることを紹介 して いる.1970年 代半ば以

降の南ア中小企業政策の政策動機 は,ア フ リ

カ人の失業 問題 を意識 した ものであった.こ

の点では,南 アの中小企業政策 は発展途上 国

的 な要素 を もって お り,「 開発 貢献型」の政

策が求め ちれているのであ る.

経 済 論 集Vol.XXX,No.1

つ ま り,一 方 では先進国的な産業構造 をも

ちなが ら,も う一方では深刻 な失業問題 と貧

困を抱 える途上 国的な要素 をもつのが,ま さ

に南 アであ る.「 一 国 内に 白人が住 む先進 国

と黒人が住 む途上 国が並 立 してい るのが南ア

である」 といわれ るこ とがあ るが,こ れは 中

小企業政 策 を考 え るにあたって も同様の こ と

が いえるのではないか.競 争政策や不利是正

策 につ いては中央政府がルールづ くりを担 当

す る一方で,開 発貢献的 な側 面では各地域の

状況 に応 じた柔軟 な対応が期待 され る.こ の

点か らいえば,地 方政府の役 割が大 き く,中

央政府か らの権 限委譲が必要であ る.地 方政

府 間の行 政能力にば らつ きが あることは確か

であ るが,KFCやMACの よ うに地 方 の イ

ニ シアチブに よって成果 をあげてい る例 もあ

る.

関係機 関 を含 めた中央政府 と地方政府 との

連携 強化の 中に,南 ア中小企業政策 のあ り方

を示す鍵が あるように思 えて ならない.


